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読者の皆様、当振興会の広報誌「製粉振興」の内容を、より親しみのもてるものにする
ために、次のような内容の投稿をお待ちしていますので、記事をお寄せ下さい。
また、この広報誌の内容の充実を図っていきた
いと考えていますので、ご意見等がございました
らお寄せ下さい。
・テーマは、小麦や小麦粉製品についての随想、
紹介等と考えていますが、小麦と関係のない趣
味などの話でも結構です
・投稿者名は実名でも筆名でも結構です
・長さは1,200字程度（1頁）とします
・掲載分には薄謝を進呈します

桜の花は3月に満開を終え、4月の葉桜の中で入社式シーズンも終わった。4○　
月は新年度、いろんな連絡文書等が届くが今年は例年と様子が異なり、4月1日
に新法人を設立、移行した旨の挨拶状が多数届いた。本年11月末が法人移行手
続きの期限であるため、期限内の新事業年度スタートに合わせた新法人設立が
されたことによる。新年度と言えば国家予算の執行となるが、成立期日までは
もう少し日数がある。TPP参加について4月20日交渉参加国の同意が得られ、7
月に開催予定の交渉会合に初参加する見込みとなった。まだはっきりしない影
響や関連の対策、国家貿易はどうなるのか、予算はどうなっていくのか等々、
関連業界は固唾をのんでいる。関係のマスコミ等の記事でもいろんな推測がさ
れているのが窺える。
落語家初の人間国宝であった故柳家小さん師匠が好んで口にしていた言葉に○　

「守　破　離」がある。（語源は能の世阿弥の芸能論）
・師の教えを守りそれをしっかり身につける。　・身につけたことを自らの
特性に合うよう修行、自らの境地を見つける。　・それらの段階を通過し新し
い世界を拓き独自のものを生み出す。
国内の農林水を守って守って守る。日本でなくては出来ない製粉技術（世界○　
のトップクラス）。国内でなくては製品化できない食文化、日本の伝統粉食は
多種多様性がある。自らの特性を作り、海外の小麦粉を逆手にとって日本の伝
統食を海外向けにアレンジ、打って出る。海外の粉食を日本の食文化でもって
置き換える。海外で人気食「すし」も個性が評価された食文化ではないか。
個性とは偏愛であり、偏った好み、贅肉、無駄をさして云う。
日本の個性を理解されることが、食文化の評価につながる。そして世界市場
に進出を目指す。こんな「守　破　離」があってもよいかなと思う。

2010年頃から総人口の減少が始まった。2012年から団塊の世代が65歳を超え○　
始め、高齢者人口は2010年の2,925万人から2020年には3,623万人へ増加するよ
うだ。現在の総人口は1億2,753万人、65歳以上は3,074万人（約24％）。70歳以上
は2,256万人、75歳以上は1,517万人、80歳以上は893万人、85歳以上は430万人、
100歳以上は5万人超である。高齢化社会の将来は平均年齢が更に上がるが、平
均寿命も延びるのだろうか。
ところで高齢化社会は総人口の減少、生産労働力の減少、消費経済の縮小等○　
が社会の活力を縮小させ問題となるのだが、食品部門では若年と老年では食物
の摂取量に差があり、全体は縮小すると見られている。しかし、経済的な視点
では、量の減少を付加価値で補うことも可能ではないか。地産地消のように地
域を限定すると、古くからの地元食品業者は地域住民の好み等を熟知してお
り、的確な食材提供が出来るのが強みだと言う。輸入品に比べ価格は高いが、
生産者が見える安心感と圧倒的な鮮度により売れており、将来は地元業者、メ
ーカーと消費者が共存共栄できる健康長寿社会の可能性もあると言われてい
る。一方で、地産地消は昔からの食材で料理の形態が定型化している。したが
って、新しい食べ方を提案し、消費の拡大を図ることが必要だとも言われてい
る。
政権交代直後、突如として沸いた「TPP」に関する問題、3年間が過ぎた。そ○　
の間に、東日本大震災の発生と原子力発電所問題等により話題の中心から遠の
いた。その後政府において検討、対応が固まったなどとの話は耳にしていない。
そして、またまた「TPP」は表に出てきた。今回は選挙の争点になろうとしてい
る。国内産業の将来展望は大丈夫だろうか。「麦ビジョン」の検討は進展してい
くのだろうか。気になるところです。

「
コ
ナ
ち
ゃ
ん
」

（マスコットの小麦粉の精）

─「ソフト＆ハード」（読者の欄）への投稿のお願い─
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我が国のTPP交渉参加表明について

4月20日、インドネシア・スラバヤで開催されたTPP交渉に参加する関係国閣
僚級会合において、全交渉参加国11カ国が日本の交渉参加を承認した。
一方、18日、19日には参議院・衆議院農林水産委員会において、「米、麦、牛肉・
豚肉、乳製品、甘味資源作物などの農林水産物の重要品目について、除外または
再協議の対象とする。段階的な関税撤廃も含め認めない。農林水産分野の重要5
品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は脱退も
辞さないものとする。」旨の決議が採択された。
今後、米国議会の承認を得て、7月のTPP交渉会合に日本が初参加する見通し
である。
また、政府統一試算として「関税撤廃した場合の経済効果、農林水産物への影響」
が公表されている。TPP加入による経済効果として輸入増加によるマイナス面は
あるものの、消費、投資、輸出が増加することによって合計すると実質GDPは
3.2兆円増加するとされている。一方で農林水産物への影響としては、関税率10
％以上、国内生産額10億円以上の農産物19品目、林水産物14品目を対象に試算が
行なわれ、これらの品目の生産額は7兆1千億円のうち3兆円減少するとされてい
る。小麦については800億円生産額が減少するとされているが、関税が撤廃され
ると、国内産小麦粉100％をセールスポイントとする差別化可能な小麦粉1％程度
を除いて輸入小麦粉に置き換わり、国産小麦はほとんど引き取られなくなるとし
ている。TPP協定は高い水準での関税の撤廃・削減を目標としていることに加え
て、非関税分野（投資、競争、知的財産、政府調達等）のルール作りの他、新しい
分野（環境、労働等）を含む包括的協定として21分野にわたって交渉が行われてい
る。日本は交渉に参加していないため、現時点でどのような交渉内容となってい
るのか分かっていない。既に合意されたルールがあれば、遅れて参加した日本が
それを覆すことは難しいと政府としても認めている。こうした現状を冷静に踏ま
えて、製粉産業を含む食品産業の視点からは次の2つに留意していくことが大切
である。
1つ目として、今後はTPP交渉参加国との例外品目についての協議が焦点とな
ると見られる。日本は交渉参加表明に際して、「センシティブ品目への特別な配
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慮など、あらゆる努力により悪影響を最小限にとどめる」ことを強調しており、
現時点では麦も含めて特別な配慮をするとしている。製粉産業としては、日本が
これまで締結を行なってきた経済連携協定と同様に麦の国境措置が確保されるこ
とは大切なことであると考える。
日本の交渉参加表明に際してニュージーランドや米国の農業団体は完全自由化
が阻害されるとの懸念を示しているが、小麦は小麦粉に加工され、パン、麺、菓
子等の幅広い食品の原料に使用される国民の主要食糧である。「小麦、小麦関連
製品を一体として守っていくこと」が製粉産業、二次加工産業が国内で事業を継
続していく大前提となる。
2つ目として、食料安全保障面の検証が求められる。「関税撤廃した場合の農林
水産物への影響」で小麦はほとんどすべて輸入小麦粉に置き換わるとされている。
この試算の精度の議論はここでは触れないが、仮にこの試算の事態が起こった場
合、生産額への影響800億円は国内産小麦が消失することのみであり、実際には
複合的な影響が懸念される。小麦は日本の輪作体系に組み込まれており、農業生
産全体への影響はその数倍にも及ぶ。また、農業の多面的機能である「国土・水
源の保全、自然環境の保全、良好な景観の形成等」も失われる。そして、日本の
食料自給率が大きく低下することに加えて、製粉産業はじめ、多くの食品産業が
国内生産を継続できない場合には、日本国民への食の安定供給が保証されないと
いうリスクに直面する。もともと農産物は天候などにより生産が大きく変動しや
すく、一方で農産物輸出について特定の国が大きな割合を占めており、食料の輸
入は不安定な側面が強い。一方で長期的には、世界の人口は、発展途上国を中心
に大幅に増加し、現在の約70億人が2050年には90億人を超すと見込まれている。
現在、日本の小麦需要の90％近くを占める輸入においては、国家貿易によって安
定調達確保がなされ、国民の豊かで安心安全な食生活が守られている。TPP協定
が日本の食料安全保障に与える影響をきちんと考えて、交渉に臨んでいくことが
大切である。
これらの点について政府、生産者、製粉産業、二次加工産業、消費者すべてが
よく理解した上でTPP交渉に向き合っていくことが重要であり、政府は関係者が
必要な交渉関係の情報をきちんと提示し、国民的な議論を行なった上で最善の選
択を行なっていくことが求められる。
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1．はじめに

第二次世界大戦からの復興後、ヨーロッパ諸

国では飽食の進行等の影響によってパンの消費

量が減少を続けています。この中で、ドイツで

は図1に示したように1980年代後半から低迷を

続けていたパンの消費量が再び増加していま

す。 この背景にはドイツのパン産業に関わる

方々の様々な努力があり、その内容を把握する

ことは我が国のパン産業の今後の発展に有効で

あると思われます。そこで前回はビオへの取り

組みを紹介しました。今回はパンの消費増加に

多大な貢献をした発酵種とホイロ後冷凍生地の

利用ついて解説します。

2．パン産業の低迷時代

1960年から1980年にかけてドイツでは労働者

を保護するための法令化が進み、例えばベーカ

リーで一般的に行われていた深夜作業が禁止さ

れる等の事態が生じました。このためにベーカ

リーでは製パンを合理化することが最も重要な

課題になり、これを支援するためにパン産業で

は製パン工程を短縮あるいは簡便化するために

必要な高速ミキサー、生地改良剤、あるいはプ

レミックス粉等の開発が急ピッチで進みまし

た。これらの結果、ベーカリーの労務環境が大

幅に改善されました。しかし、そのポイントが

従来数時間を要した発酵工程を10～30分に短縮

したことにあったため、発酵に基づくパンの美

味しさが犠牲になってしまいました。これが消

費者のパン離れに拍車をかけることになったと

考えられています。筆者は1988年にサワー種等

を使用したドイツの伝統的な製パンを学ぶ目的

でVillingenというドイツ南部の街のベーカリー

およびオーブンメーカーの製パン研修施設で約

2ヵ月間研修した経験がありますが、何れの研

修先でもサワー種に市販の簡易サワー種が使用

されており、また多くのパン製品にプレミック

ス粉が使用されており、研修先の選定を誤った

と後悔したのを覚えています。この出来事はこ

の時代のドイツのパン産業を象徴していると思

われます。

3．発酵種利用によるパンの美味しさ改善

1980年代に入って労務管理の改善が徹底され

るようになった頃、ドイツのパン産業は合理化

の推進のためにパンの美味しさが犠牲になり、

これがパンの消費低迷の一因になっていること

ヨーロッパのパン産業の最新技術動向
─その3─

『ドイツのパン産業に学ぶ』
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図1　ドイツのパン消費量の推移
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に気付きました。しかし、発酵時間を最小限に

切り詰めた短時間製パン法を昔ながらの手間暇

と長時間を要する方法に戻すことは労務管理上

不可能です。そこで、前日の忙しくない時間帯

に仕込んでおいた発酵種を冷蔵庫に保管してお

き、これを利用して短時間製パン法によるパン

の発酵に基づく香り、風味、食感を改善しよう

とする方法が考案されました。この発酵種の利

用自体は昔からある方法ですが、それを冷蔵し

ておき、当日はミキサーボールに加えるだけで

よいという方法は当時としてはユニークでし

た。

発酵種とはパン生地に配合するために事前に

発酵しておいた生地の総称で、図2に示したよ

うに発酵源に野生の酵母、野生の乳酸菌、ある

いはパン酵母が用いられ、様々なタイプに分類

されます。これらの中で、ドイツの食事パンと

して重要であるライ麦粉パンに関しては、その

製造に昔から使われて来たライ麦粉サワー種が

一部で継承されており、また科学的な研究も進

んでいたため、比較的容易にベーカリーが再利

用を進めることができました。また、ライ麦粉

パンと同等の重要性を持つようになって来てい

る小麦粉パンに関しては、フォアタイクと呼ば

れるドイツ式のパン酵母を使用した中種が開発

され、ベーカリーで利用されるようになりまし

た。また、ライ麦粉サワー種を応用した小麦粉

サワー種が開発され、これも小麦粉パンの美味

しさ改善に利用されるようになりました。この

ようなベーカリーの努力によってパンの品質改

善が進み、ベーカリーは再び自信を取り戻しま

した。そして発酵種を利用した製パン法はスロ

ーベイキングと呼ばれるようになりました。ス

ローベイキングと聞くと、日本ではパン酵母を

使用せずに野生酵母の力だけで時間をかけてパ

ン生地を発酵する方法をイメージされる方が大

半ですが、ドイツで言うスローベイキングの主

体は、ゆっくりと時間をかけて発酵した発酵種

を配合することによって短時間製パン法による

パンの美味しさを改善する方法であり、発酵種

は美味しさの改善に機能し、パン生地を膨張す

る機能はパン酵母に委ねられています。日本の

ホールセールベーカリーの主製法である中種法

はドイツで言うスローベイキングの一つになり

図2　発酵種の分類

発酵種

小麦粉/ライ麦粉/（その他）＋水

野生酵母＋野生乳酸菌 パン酵母（製パン用イースト）

・ルバン種（仏）
・パネトーネ種（伊）
・酒種（日）
　etc

野生乳酸菌＋野生酵母

・ライ麦粉サワー種（独）
・小麦粉サワー種（独）
　etc

・中種（日）［spongedough（米）］
・小麦粉液種（日）
　　　  　［flourbrew（米）］
　　　　  ［ポーリッシュ種（仏）］
・フォアータイク（独）
・パート・フェルメンテ（仏）
・ビガー種（伊）
・老麺（日）
　etc
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ます。

4．発酵種利用の合理化

発酵種の製パンへの利用自体はそれほど特筆

すべきことではありません。それを敢えて本誌

面で取り上げた理由は、ドイツではその利用方

法の合理化が世界で最も進んでいるからです。

そしてその内容は我が国のパン産業における今

後の指針の一つになると思われます。以下にそ

のポイントを紹介します。

（1）ライ麦粉および小麦粉サワー種スターター

の開発と市販

ライ麦粉および小麦粉サワー種では野生酵母

以上に野生乳酸菌が重要な役割を果たしていま

す。この結果、これらの発酵種は酸味が強くな

るのでサワー種と総称されます。このサワー種

に蓄積された乳酸と酢酸を主とする有機酸はパ

ンの香りおよび風味に影響するだけではなく、

パンの窯伸びやしっとりとした食感を高める機

能も示します。このような機能がライ麦粉パン

の製造においては極めて重要であるため、ライ

麦粉パンの消費量が多いドイツではライ麦粉サ

ワー種に関する科学的な研究が進んでいまし

た。その結果、製パン性が高い伝統的なライ麦

粉サワー種から重要な機能を果たしている乳酸

菌が分離、同定、そして純粋培養され、数種類

の純粋培養した有用乳酸菌をブンレンドしたも

のがライ麦粉サワー種用スターターとして市販

されるようになりました。この取り組みは以前

から行われていましたが、スローベイキングの

ブームによって研究開発に拍車がかかり、従来

以上に高品質のライ麦粉パンを製造出来るスタ

ーターが市販されるようになっています。伝統

的なライ麦粉サワー種を調整するためには、図

3に示した例のように、ライ麦粉と水の混合物

を暖かい所に長時間放置し、ライ麦粉に付着し

図3　伝統的なライ麦粉サワー種スターター（Anstellgut）の起こし方の例

〈1日目〉　月曜日 重量（g）
ライ麦粉（灰分0.9-1.1％） 150捏ね上げ温度：26℃
水 150室温：26℃、24時間

〈2日目〉　火曜日 重量（g）
ライ麦粉（灰分0.9-1.1％） 150捏ね上げ温度：26℃
水 150室温：26℃、24時間

〈3日目〉　水曜日 重量（g）
ライ麦粉（灰分0.9-1.1％） 150捏ね上げ温度：26℃
水 150室温：26℃、24時間

〈4日目〉　木曜日 重量（g）
ライ麦粉（灰分0.9-1.1％） 150捏ね上げ温度：26℃
水 150室温：26℃、24時間

〈5日目〉　金曜日 重量（g）
ライ麦粉（灰分0.9-1.1％） 150捏ね上げ温度：26℃
水 150室温：26℃、24時間

〈6日目〉　土曜日
スターターとしてサワー種仕込みに使用1000～1500g

■■■■■■■▶【欠点】手間暇がかかり、不安定
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ている乳酸菌類を増殖します。そしてこれに新

たなライ麦粉と水を加えて発酵（長時間放置）す

ることを何度も繰り返し、好ましい乳酸菌相と

活性に調整します。これには多大な労力と経験

が必要になります。これに対して、今日の市販

のスターター［図4参照］を使用すれば、ライ麦

粉と水とスターターの混合物を12～24時間発酵

するだけで極めて良好なライ麦粉サワー種を調

整することができます。そして、このライ麦粉

サワー種の残りを翌日の種のスターターとして

使用します。これをサワー種の菌相が変質する

まで繰り返すことができ、1回の市販スタータ

ーの使用で2～4週間のライ麦粉サワー種の調整

ができます。したがって、市販スターターの購

入コストはほとんど問題になりません。我が国

でもサワー種のスターターが市販されるように

なっていますが、1回限りの使い切りタイプが

大半であり、これではベーカリーのコストが多

大になってしまいます、

このライ麦粉サワー種スターターの知見が小

麦粉サワー種スターターの開発に応用され、今

日では小麦粉パンの品質改善に極めて有効な小

麦粉サワー種スターターが市販され、スローベ

イキングの推進に大きな役割を果たしていま

す。小麦粉サワー種はライ麦粉サワー種と比較

すると有機酸の生成量が少なめで、また酸味が

強い乳酸の比率を低下することが必要です。ま

た、パンの旨味やクラストの着色反応を通じて

香りや風味に貢献する遊離アミノ酸やペプチド

の生成量を高めることが重要になります。そこ

で、このような特性を持つ乳酸菌類が検索され、

小麦粉サワー種スターターに利用されるように

なっています。このような特性を持つ乳酸菌類

は我が国のパン製品の品質改善に対しても有効

に機能すると思われます。ドイツではこの小麦

粉サワー種とフォアタイクを併用することによ

って、短時間製パン法による小麦粉パン製品類

の品質が大幅に向上しており、消費者の強い支

持を受けています。

（2）発酵種利用の全自働化

ライ麦粉サワー種、小麦粉サワー種、あるい

はフォアタイクの利用を推進するためには、こ

れらのミキシング→発酵→冷却→貯蔵→搬送→

計量→ミキサーへの投入工程を全自働化するこ

とが理想です。そしてこの理想がドイツの大型

ベーカリーの一部では実際に行われるようにな

っています。その一例を図5に示しました。こ

の工場では小麦粉パン製品の製造に小麦粉サワ

ー種と流動性を高めたフォアタイクが併用され

ています。そして、それぞれの調整からミキサ

ーへの投入までの全工程が自動化されており、

その実施をコンピューターで管理しています。

図6に実際の発酵種タンクを示します。1器あた

り2,000リットルの容量であり、この中で発酵

種が発酵・冷却貯蔵され、ミキサーへ搬送され

るのを待ちます。そして自動計量された各発酵

種が図7の（A）に示したようにパイプを通じて

ミキサーボールに自働投入されます。この時、

（B）に示した小麦粉サワー種とフォアタイクの

配合量を調節することによってパン製品の香

図4　ドイツの市販サワー種スターターの例
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り、風味、そして食感を様々に演出することが

できます。この方法は“より美味しいパンをよ

り合理的に製造する”という製パン技術の永遠

の課題に的確に対応した画期的な方法であると

言えます。これに対して、従来の方法に固執し

たベーカリーでは、図8に示したように、発酵

種を手動で計量・投入した数多くのミキサーボ

ールがミキシングの順番を待って長蛇の列をな

しています。近代化されたベーカリーと旧式の

ベーカリーの生産性の差異は雲泥の差と言える

でしょう。また、近代化されたベーカリーの方

が発酵種の発酵管理が徹底されており、パンの

図５　小麦サワー種と流動性が高いフォアタイク（ドイツ式中種）の全自動利用システム

図6　�小麦粉サワー種とフォアタイクの
発酵／貯蔵タンク

図7　�ミキサーボールへの発酵種自動投入システム（A）
および投入後の状態（B）

相乗効果：様々な美味しさの演出

サワー種と小麦粉液種

（A）

（B）
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品質管理の高度化が進みます。

（3）発酵種利用全自働化の我が国の製パンへの

応用

ドイツにおける発酵種利用全自働化の成功は

ベーカリーが単独で成し得たものではなく、ベ

ーカリーと発酵種に関する研究機関、機械メー

カー、そして原材料メーカーのコラボレーショ

ンによって成されたものです。我が国のパン産

業においても、日々の販売競争に加えて、“よ

り美味しいパンをより合理的に製造する”ため

の画期的な取り組みが必要であると思われま

す。この時真っ先に課題として浮かぶのは、ホ

ールセールベーカリーの主製法である中種法に

よる製パンの合理化です。標準的な中種法は小

麦粉の70％、パン酵母、そして水をミキシング

して中種と呼ばれる硬い生地をつくり、これを

27℃に調節した発酵室で4時間発酵してから残

りの材料と共にミキサーに投入し、生地ミキシ

ングを行います。この中種発酵によってパンの

発酵に基づく香り、風味、そしてソフトでしっ

とりとした食感が高まります。そして、このよ

うなパンの特徴がスーパーマーケットやコンビ

ニーエンスストアーでパンを購入する消費者の

強い支持を受けています。また生地の機械耐性

が向上する、あるいはパンの老化が遅延される

等の効果も得られます。このようなことから、

中種の調整に多大な労力、時間、そしてスペー

スが必要とされますが、ホールセールベーカリ

ーではこの中種法を主製法として大切にしてい

ます。これは消費者本位の尊い努力であると言

えます。しかし、この努力で満足していては未

来が開けません。そこで、消費者ニーズに従来

以上に対応するということを前提条件に、中種

の全プロセスを自動化することが今後の重要な

課題であると考えられます。ドイツの小麦粉サ

ワー種および流動性があるフォアタイク（中種）

の併用とその全自動化による合理的な小麦粉パ

ンの品質改善方法はこの課題に対する格好の参

考例になると思われます。因みにBacktechnik-

europeという雑誌に興味深い記事が掲載され

ていました。マクドナルドのハンバーガーに使

用されるバンズは品質が厳格に定められてお

り、中種法による製パンが世界基準になってい

ます。ところがオーストリアのマクドナルドへ

のバンズ供給業者であるAustrian Hamburger 

Bakeryでは中種を流動性が高い小麦粉液種に

変更し、その管理を全自動化しているそうです。

5． 焼き立てのクリスピーロールを一日中

提供する

ドイツにおける1990年以降のパン消費量増加

の推進要因として、従来朝食に食べられていた

クリスピーロールと総称されるパン類がホイロ

（最終発酵）後冷凍生地の開発によって一日中消

費されるようになったことがあげられます。こ

の内容も我が国のパン産業の今後の発展に参考

になると思われます。

（1）クリスピーロールとは

フランスパンとは特徴が大きく異なるヨーロ

ッパの代表的な小麦粉パンとしてドイツやオー

ストリアでよく食べられるヴァイツェンブロー

図8　旧式の発酵種利用方法

極めて手間暇がかかり、不安定
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トヒェン（Weizen brotchen）があげられます

［図9参照］。ヴァイツェンは小麦、ブロートヒ

ェンは小型パン（英語ではロール：roll）を意味

し、ブロートヒェンの代わりに南部の方言であ

るヴェッケン（wecken）やゼンメル（semmeln）

が使われたりもします。ヴァイツェンブロート

ヒェンには様々な種類がありますが、日本で比

較的知られている製品としてオーストリア生ま

れのカイザーゼンメル（Kaiser semmeln）があ

げられます［図10（C）参照］。このようなパン類

はフランスパンと同様に砂糖を使用しない塩味

のパンで、総菜、あるいはバターやジャム等の

スプレッドの味が引き立ち、食事パンとして我

が国でも大切にして行きたいパンと言えます。

これらのパン類がフランスパンと異なる点は、

第一に小麦粉に対して1.5％～3％と僅かですが

ラード、ショートニング、あるいはマーガリン

等の可塑性油脂を配合することです。これによ

って生地の伸展性が高まり、また焼成時の澱粉

の糊化が遅れることによって窯伸びが顕著に高

まり、ボリュームが大きく、軽い食感のパンに

なります。また、ミキシングを最大限に近い状

態まで行うのが一般的で、これによってパンは

気泡数が多く、気泡膜が薄く、そして軽い食感

のパンになります。そして、これらのパン類の

クラストはフランスパンの場合と比較すると顕

（B）2ステップオーブンよる自動解凍ー焼成

（A）ホイロ後冷凍生地

（C）カイザーゼンメル製品

図9　ヴァイツェンブローヒェンの例

図10　ホイロ後冷凍生地を使用したカイザーゼンメルの製造方法
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著に薄くなり、バリバリではなくサクサクある

いはパリパリとしたクリスピーな食感が特徴に

なります。このようなことから、これらのパン

類をクリスピーロールと呼ぶことが出来ます。

クラストのクリスピーな食感は、恐らくフラン

スパンのようにクラスティーな食感以上に日本

人の嗜好にマッチすると思われますが、我が国

ではこれらのパン類はポピュラーになっていま

せん。その理由は焼成後の時間経過によってク

ラストの食感がゴム状に変質する現象がフラン

スパンの場合以上に急速に進行するからです。

フランスパンのクラスティーなクラストの命は

約6時間と言われますが、クリスピーロールの

クリスピーなクラストの命は湿度が高い日本で

は2～3時間で失われてしまいます。このような

ことから、従来の製パン法ではクリスピーロー

ル本来の美味しさを消費者へ提供することが困

難であり、日本ではその普及が進んでいません。

そこで、このようなジレンマを解消するドイツ

あるいはオーストリアでの試みを以下に紹介し

ます。

（2）ドイツにおけるクリスピーロール消費動向

ドイツにおける伝統的なパンの食べ方は、朝

食にベーカリーで購入したばかりの新鮮なクリ

スピーロール類を食べ、昼食および夕食には日

持ちがするライブレッド類を食べます。したが

って、ベーカリーでは新鮮なクリスピーロール

を消費者の朝食に提供するために、製パン作業

を早朝に集中します。また、消費者サイドに立

つと、アパートの家賃がベーカリーに近い所ほ

ど高くなるのだそうです。このような伝統に対

して、ドイツも世界の例外ではなくアメリカの

ハンバーガーショップの普及によって昼食や夕

食を外出先で簡便にすます消費者が増加しまし

た。そして1980年代になると、消費者は簡便食

のパンにアメリカのソフトなバンズではなく伝

統的なクリスピーロールを求めるようになりま

した。そこで、ベーカリーでは、このようなニ

ーズに対応するための試行錯誤が繰り返されま

した。この時、労務管理を考慮した合理的な方

法でなければならないということが絶対の前提

条件になります。最初に、早朝にパン職人が成

形まで終了した生地を冷蔵あるいは冷凍してお

き、これをベーカリーの店頭で販売員が一日に

何回も焼き上げる方法が考案され、試行されま

した。しかし、これらの方法では、生地の冷蔵

あるいは冷凍障害によって気泡数が顕著に減少

し易い、あるいはパン職人ではない販売員には

ホイロの出し具合を適切にコントロールするこ

とが困難である等の問題があり、新鮮ではあっ

てもクリスピーロールの品質が低下してしまい

ました。そこで、新たな方法として、パン職人

がホイロ工程を終了した焼成直前の生地を冷凍

しておき、これを店頭で販売員が焼き上げるホ

イロ後冷凍生地法が1990年代に考案されまし

た。そして、この方法であれば販売員であって

も容易に高品質のクリスピーロールを焼成でき

ることが確認され、今日ではほとんどのベーカ

リーでこの方法が用いられています。そして、

高品質の焼きたてクリスピーロール類およびそ

れらを使ったサンドイッチ類が一日中店頭を賑

わしています。また、ホイロ後冷凍生地は専門

メーカーの工場あるいはチェーンベーカリーの

セントラル工場で製造され、そこからベーカリ

ー店舗に配送されるのが一般化しています。

（3）ホイロ後冷凍生地

ホイロ後冷凍生地を必要に応じて窯に入れて

パンを焼き上げるという行為は、基本工程を忠

実に守って製パンを行っている方々には神に対

する冒涜のよう思え、高品質のパンなど焼ける

はずがないと思えることでしょう。しかし、21

世紀の今日おいては、適切な製造と取り扱いを
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行えば、クリスピーロール、デニッシュペスト

リー類やクロワッサン、また小型のフランスパ

ンに関しては、ホイロ後冷凍生地を使用して高

品質な製品を製造できます。また、図10の（B）

に示した2ステップオーブンと呼ばれるホイロ

後冷凍生地の解凍と焼成を全自動で行えるオー

ブンが開発されており、これを利用すれば冷凍

庫から取り出したホイロ後冷凍生地［（A）参照］

を天板に並べ、窯入れし、その解凍―焼成条件

をプログラムしたスイッチを押すだけで約25分

後には（C）のように高品質のクリスピーロール

が焼き上がります。また、パン酵母の製パンに

おける機能はホイロを終了した時点でほとんど

終了するため、他の冷凍生地と異なり、ホイロ

後冷凍生地は冷凍によってパン酵母が死滅して

もよいという長所があります。但し、ホイロ出

しによる膨張によって生地中のグルテンの氷結

晶耐性が低下する、あるいは表皮が冷凍焼け（水

分の昇華による乾燥）し易い等の問題があり、

冷凍貯蔵期間が1～2週間と短い欠点がありま

す。しかし、ドイツやオーストリアの製パン事

情ではホイロ後冷凍生地の長所が欠点を凌駕す

るため、その利用が普及しています。その一例

としてオーストリアのザルツブルグのビオベー

カリーの店頭風景を図11に示します。販売員の

前にザルツシュタンゲン等のこの地方の伝統的

なクリスピーロール類が多数陳列されています

が、これらは全て販売員がホイロ後冷凍生地を

店頭に設置した2ステップオーブンによって焼

成したものです。この焼成を一日中繰り返すこ

とによって、常に新鮮なクリスピーロール類が

消費者に提供されています。我が国でもこのよ

うな試みが可能です。

6．おわりに

労働者重視の雇用条件、ディスカウントスー

パーの台頭、飽食の進行等々の変化によってヨ

ーロッパ、特に先進国であるドイツやフランス

のベーカリーを取り巻く環境は日本の場合以上

に厳しさを増しており、そのような環境に対応

するための新しい試みが進められています。そ

して、それらの内容を把握することは我が国の

パン産業の今後の発展に役立つと考えられま

す。そこで今回は（財）製粉振興会様に3回の機

会を頂き、そのような内容の一端を紹介いたし

ました。これら以外にも、連続ミキサーへ加圧

および減圧装置を応用することによりパンの気

泡構造を任意にコントロールする技術の開発、

パーベイクの普及、多加水パンの普及、真空焼

成技術の開発等々、ヨーロッパのパン産業の舞

台裏ではユニークな取り組みが進められていま

す。また、機会がありましたらこれらの内容を

紹介させて頂きます。

（ 一般社団法人日本パン技術研究所　

常務理事　所長 ）

図11　�ザルツブルグのビオベーカリーの店頭
風景

クリスピーロール
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1．はじめに

日本では年間約8,500万トンの食用に仕向けら

れている食料のうち、約2割の1,700万トンが食

品廃棄物となっています。そのうち、食べられ

るのに捨てられてしまう「食品ロス」はおよそ500

～800万トンあると言われています。食品ロスは、

食品工場、スーパー、レストランなどで300～

400万トン発生し、家庭からも、食べ残しや調

理ロスとして200～400万トン発生しています。

開発途上国を中心に8億人を超える人々が栄

養不足の状態にあることを考えれば、我が国に

おいて大量の食品ロスが発生していることは人

道的な面からも解決すべき課題と言えます。ま

た、世界的な人口増加やアジア諸国を中心とし

た新興国の経済発展に伴う食糧需要の増大等に

より、将来的には世界の食糧需給は逼迫する可

能性もあります。今後とも、日本国民が安定的

な食生活を送るためには、食料自給率を上げて

食料供給を安定化させるだけでなく、食料を無

駄なく大切に使っていくことが重要です。

食品ロスの発生には、直接的・間接的に様々

な要因が関わっており、ある特定の立場の者に

食品ロス削減に向けた取組について
伴 辺 博 亮

図1　食品ロスのフロー図（平成22年度）

資料： 「平成22年度食料需給表」（農林水産省大臣官房）  
「平成23年食品循環資源の再生利用等実態調査報告（平成22年度実績（推
計））」（農林水産省統計部）  
「平成21年度食品ロス統計調査」（農林水産省統計部）  
「一般廃棄物の排出及び処理状況、産業廃棄物の排出及び処理状況等」
（平成22年度実績、環境省試算）を基に食料産業局において試算の上、作成

注：　 「エネルギー等」とは、食品リサイクル法で定めるメタン、エタノール、炭
化の過程を経て製造される燃料及び還元剤、油脂及び油脂製品である。
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責を負わせるものではありません。東日本大震

災を契機に日本国内で「もったいない」という意

識が高まる今、食品関連事業者及び消費者一人

一人が、食品ロスを意識し、食品ロス削減に向

けた行動を取っていく必要があります。本稿で

は、食品ロス削減に向けた最近の動きについて

紹介します。【図1】

2． 食品リサイクル法に基づく発生抑制の

目標値の設定について

日本では、「食品循環資源の再生利用等の促

進に関する法律」（以下、食品リサイクル法）に

より、食品関連事業者による再生利用等の取組

が進展し、一定の成果を上げていますが、廃棄

物最終処分場の逼迫といった課題が続く中、発

生抑制の取組については十分とはいえない状況

にあります。

循環型社会形成推進基本法では、3R（リデュ

ース（ごみの発生抑制）、 リユース（再使用）、リ

サイクル（ごみの再生利用））の概念の中で、発

生抑制を最優先で取り組むべき事項としていま

す。このため、食品廃棄物等の発生抑制を優先

的に行っていけるよう、平成19年の食品リサイ

クル法の改正時において、食品廃棄物等の再生

利用等の実施率の目標とは別に、発生抑制につ

いて新たな目標値を設定することとされまし

た。

これを受け、平成23年8月から食料・農業・

農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小

委員会と中央環境審議会廃棄物・リサイクル部

会食品リサイクル専門委員会の合同会合におい

て、発生抑制の目標値の設定の審議が開始され、

平成24年2月に「食品廃棄物等の発生抑制の目標

値設定に関する報告書」が取りまとめられまし

た。

この中では、「食品廃棄物等の発生抑制は、

食品リサイクル法上、食品関連事業者が取り組

むべき最優先事項であり、特に東日本大震災を

経て、国民の中にも、無駄な消費は避けるとい

う考え方は定着しつつあり、MOTTAINAI（モ

ッタイナイ）は時代の要請であり、食べること

ができる部分（可食部）の無駄な廃棄処分は、社

会全体として、できる限り減らしていくべき」

と提言されました。一方、発生抑制に取り組む

ことによって生じるコストが、コスト削減分を

大幅に上回るようであれば、発生抑制の目標値

の設定が、産業活動への過度な制約となり、定

着が遅れる可能性があります。このため、まず

は、可食部分の廃棄処分が多い、発生抑制の重

要性が高く、工夫次第で様々な取組が可能と考

えられる業種（流通、日配品等の製造業の16業

種）に発生抑制の目標値を設定することとなり

ました。【図2】

これらの業種には、過剰在庫や返品等によっ

て発生する食品廃棄物等が、食品製造業、食品

卸売業、食品小売業にまたがるフードチェーン

全体で発生しており、この原因のひとつとして、

いわゆる1／3ルール等の商慣習があります。こ

うした商慣習は、個別の企業、業種による取組

では解決が難しいものですが、食品製造業、食

品卸売業、食品小売業のフードチェーン全体で

話し合いを行えば解決できる可能性があります。

一方、過剰在庫や返品等の商慣習が形成され

た背景として、消費者の過度な鮮度志向がある

ことも否定できません。消費者の意識を変えて

いくことができなければ、商取引慣行を変えて

いくのは難しく、まず消費者が、賞味期限や消

費期限等の表示の内容を正しく理解するととも

に、無駄となるものを消費者自らが把握するこ

と等を通じて、無駄を意識した行動を起こすな

どの「もったいない」意識の啓発を進めて行く必

要があります。【図3】
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図2　16業種の発生抑制の目標値

発生抑制の目標値一覧 【H24.4～H26.3】
業　種 業種区分 暫定目標値

食品製造業

肉加工品製造業 売上高百万円あたり 113k
牛乳・乳製品製造業 売上高百万円あたり 108k
しょうゆ製造業 売上高百万円あたり 895k
味そ製造業 売上高百万円あたり 191k
ソース製造業 製造量1tあたり 59.8k
パン製造業 売上高百万円あたり 194k
麺類製造業 売上高百万円あたり 270k
豆腐・油揚製造業 売上高百万円あたり 2,560k
冷凍調理食品製造業 売上高百万円あたり 363k
そう菜製造業 売上高百万円あたり 403k
すし・弁当・調理パン製造業 売上高百万円あたり 224k

食品卸売業
食料・飲料卸売業（飲料を中心とするものに限る。） 売上高百万円あたり 14.8k
食料・飲料卸売業（飲料を中心とするものを除く。） 売上高百万円あたり 4.78k

食品小売業
各種食料品小売業 売上高百万円あたり 65.6k
菓子・パン小売業 売上高百万円あたり 106k
コンビニエンスストア 売上高百万円あたり 44.1k

※　 既に目標値を達成している事業者は、引き続き、単位当たりの発生量の維持または低減に努めることが必要。 　 
また、今回目標値設定ができなかった業種（飲食店等）については、今後のデータの検証を踏まえ2年後の平成26年度を目途に
目標値を設定する予定

図3　いわゆる3分の1ルールの概念図（賞味期限6ヶ月の場合）
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3． 食品ロス削減のための商慣習検討ワー

キングチームについて

食品リサイクル法に基づく発生抑制の目標値

の設定等を受け、昨年10月、フードチェーンに

関わる食品製造業、食品卸売業、食品小売業の

各団体から推薦された企業が参加し、食品ロス

発生の原因となりうる商慣習についてフードチ

ェーン全体で話し合い、実態・問題を共有する

とともに解決を目指す「食品ロス削減のための商

慣習検討WT」が発足しました。食品ロスを生む

商慣習は様々ありますが、初年度については、

食品関連事業者に対するアンケート調査により

商慣習による返品や廃棄の実態を把握し、商慣

習の見直しに向けた検討を行いました。【図4】

消費者の手に届く食品に鮮度を持たせるため

には、一定の商慣習は必要です。しかし、納品

期限として2／3残しが本当に最適なのかと言う

ことが問題になります。（財）流通経済研究所の

調査では、海外の納品期限は日本ほど厳しくは

ないという結果になっています。例えば、米国

では1／2残し、イギリスに至っては1／4残しと

言われています。もったいない発祥の地である

日本が一番もったいないことになっているとい

えます。【図5】

こうした状況を受け、平成24年度のワーキン

グチームの活動として納品期限の見直しに向け

たパイロットプロジェクト（納品期限を2／3残

しから1／2残しに緩和し、効果を検証）の実施

などを決定し、平成25年度以降、順次取組を進

めるとともに、業界団体の協力を得て、業界団

体の会員企業に取組の輪を広げ、食品業界全体

に普及推進していくこととなりました。

こうした活動については、関係省庁（内閣府、

消費者庁、農林水産省、経済産業省、環境省）

と連携を図るとともに、共通課題の解決のため

組織された民間企業の取組（製・配・販連携協

議会、国民生活産業・消費者団体連合会、日本

図5　海外の納品期限の状況
国 納品期限（賞味期限ベース）

アメリカ 1／2残し

英国 1／4残し

フランス 1／3残し

イタリア 1／3残し

ベルギー 1／3残し

（参考）日本 2／3残しが平均

（出典）（財）流通経済研究所調べ

図4　食品ロス削減のための商慣習検討WTメンバー一覧

【参加企業】

■食品製造業（9社） ■食品卸売業（3社）

・味の素㈱ （風味調味料協議会） ・国分㈱ （日本加工食品卸協会）

・江崎グリコ㈱ （全日本菓子協会） ・三菱食品㈱ （日本加工食品卸協会）

・キッコーマン食品㈱ （日本醤油協会） ・㈱山星屋 （全国菓子卸商業組合連合会）

・   コカコーラカスタマー 
マーケティング㈱ （全国清涼飲料工業会）

・  サントリー食品  
インターナショナル㈱ （全国清涼飲料工業会）

・日清食品㈱ （日本即席食品工業協会）

・ハウス食品㈱ （全日本カレー工業協同組合）

・㈱マルハニチロ食品 （日本缶詰協会）

・雪印メグミルク㈱ （日本乳業協会）

■食品製造業（9社）

・イオンリテール㈱ （日本チェーンストア協会）

・㈱イトーヨーカ堂 （日本チェーンストア協会）

・㈱東急ストア （日本スーパーマーケット協会）

・㈱ファミリーマート （日本フランチャイズチェーン
協会）
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TCGF）とも連携して、相乗効果を目指すとさ

れています。【図6】

（食品ロス削減WTにおける中間とりまとめの

資料はこちらから⇒http://www.jora.jp/24_

syokuhin_sien/pdf/20130305tyukan.pdf）

4． 政府における食品ロス削減の取組につ

いて

食品産業では、平成24年4月から食品廃棄物

の発生抑制の重要性が高い業種について、環境

省及び農林水産省が食品リサイクル法に基づく

図7　消費者を巻き込んだ食品ロス削減の取組

図6　食品ロス削減のための商慣習検討WT等の開催状況

1．食品ロス削減のための商慣習検討WT

　第1回　 日時：平成24年10月3日（水）9時30分～11時30分  
議題：「WTの設置趣旨」、 「食品ロス削減に関する取組状況」

　第2回　 日時：平成24年11月2日（金）9時30分～11時30分  
議題：「実態調査（アンケート調査）の進め方」

　第3回　 日時：平成25年1月18日（金）15時30分～17時30分  
議題：「菓子・飲料業界の取組について」、「WTの取りまとめの方向について」

　第4回　 日時：平成25年2月22日（金）9時30分～11時30分  
議題：「WT取りまとめ」

2．その他

　第1回　 食品ロス削減シンポジウム（東京）　日時：平成25年3月5日 
　　　　　　　　　　　　　　　　場所：ヤクルトホール（500名）

　第2回　 食品ロス削減シンポジウム（大阪）　日時：平成25年3月8日 
　　　　　　　　　　　　　　　　場所：新梅田研修センター（200名）
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「発生抑制の目標値」を設定し、食品ロスの削減

の推進を図っているところですが、そもそも食

品関連事業者の食品ロスを発生させる要因の一

つとして、消費者の過度な鮮度志向があるので

はないかといわれています。

このため、食品ロス削減にむけた消費者の「も

ったいない」意識の啓発の取組を、食に関する

将来ビジョンの「生涯食育社会の構築」のプロジ

ェクトと位置付け、加速化に向けて、省庁連携

（内閣府、消費者庁、文部科学省、農林水産省、

環境省）により強力に推進していくこととなり

ました。 具体的には、消費者問題への迅速か

つ的確な対応を図る観点から、食品ロス削減関

係省庁等連絡会議を立ち上げ、関係省庁の連携

によって、食品ロス削減のための消費者の消費

行動を改善するような働きかけ（シンポジウム

開催やパンフレット配布等）を推進し、国民運

動としての展開を目指しています。【図7】

また、これを受け、消費者庁では、ホームペ

ージに「食べもののムダをなくそうプロジェク

ト（食品ロス削減に向けた取組）」を開設し、消

費者のもったいない意識の喚起に向けて情報発

信を行っています。

（食べもののムダをなくそうプロジェクトについ

ては、 次のHPを参照→http://www.caa.go.jp/

adjustments/index_9.html）

農林水産省としても、食品リサイクル法に基

づく発生抑制の推進やフードバンク活動の支援

など、食品ロス削減に向けた取組に対して積極

的に協力をしていく考えです。

5．終わりに

食品ロスは経済的ロスとも考えられます。い

わゆる1／3ルール等の商慣習により発生する経

済的ロスは、誰かが負担しなければなりません

が、デフレ下などで商品価格に転嫁できないと

すると、間違いなく企業収益を圧迫し、経済を

疲弊させる要因の一つになっていると言えま

す。これがロスとならずに、企業の前向きな投

資や雇用などに繋がるのであれば大変すばらし

いことです。食品ロスを減らし、経済成長の布

石とする。そんな発想の転換が必要になってき

ているのではないでしょうか。

「食品ロス削減のための商慣習検討WT」の

食品ロス削減のための商慣習見直しの取組や

「食べもののムダをなくそうプロジェクト」のよ

うな消費者の「もったいない」意識啓発の取組を

契機として、消費者を巻き込みながらサプライ

チェーン全体で食品ロス削減を求める機運が高

まることを期待しています。

（
農林水産省　食料産業局

バイオマス循環資源課

食品産業環境対策室

食品リサイクル班

課長補佐
）
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★原料小麦は全量輸入

主要農産物は米とヤシ油で、トウモロコシも

生産量が多いが、小麦はほとんど生産されてお

らず、全量を輸入に依存している。政府機関の

食糧庁（略称、BULOG）が小麦、小麦粉の輸入

と販売を独占的に行っていたが、1998年に自由

化され、小麦粉の輸入関税も廃止された。それ

以降、小麦は製粉会社の責任で買付けが行われ

ており、5％の輸入関税が課せられている。政

府は小麦の国際需給や価格動向を注視してお

り、状況によっては自国の食料の供給量確保と

価格安定を図るための措置として、輸入関税を

操作することがあり、2011年には、1月10日か

ら年末まで小麦、米、及び大豆の輸入関税を停

止した。

小麦の輸入量は2002/03年度には404万トンだ

ったが、その後、年々増加して、2012/13年度

には650万トン（うち、デュラム小麦が2～3万ト

ン）になった。2013年には小麦粉の緊急輸入関

税が導入されたことで小麦粉輸入が大幅に減る

見込みなので、さらに小麦での輸入が増えるこ

とが予想される。輸入小麦の約半分はオースト

ラリアからで、残りはアメリカとカナダからで

ある。2012年には、オーストラリア小麦の品質

が契約規格を満たさないとして製粉業界はクレ

ームをつけた。2012年7月には、今後、ロシア

からも小麦を輸入する方向で両国が合意した。

★ 即席めん中心に小麦粉消費量は急増

2億人を超える国民の主食は米だが、即席め

んの普及、安いパンの増加、収入増などに伴い

小麦粉食品の消費が急激に増加している。特に、

安い即席めんは米に次ぐインドネシア人の第2

の主食になり、その製造技術や製品は外国にも

輸出されるようになった。輸入する小麦の大部

分を食用として消費しており、小麦の食用消費

量は年々増えて約550万トンになった。小麦粉

生産量も2002/03年度には289万トンだったが、

その後、小麦価格の高騰の影響を受けた消費者

の買い控えによる一時的な消費減はあったもの

の、増加傾向は続き、400万トンを超えた。

小麦粉の急激な需要増に販売力がある製粉会

社の能力増強スピードが追い付かなかったこと

もあって、外国からの安い小麦粉の輸入が増加

の一途で、2012/13年度には110万トンにもなっ

た。主にトルコ、オーストラリア、スリランカ

などから流入しており、量が多い上に価格が安

いので国内産小麦粉の販売や価格にも大きな影

響を与え、製粉企業の経営を圧迫してきた。イ

ンドネシア製粉協会（APTINDO）は反ダンピン

グ委員会に、外国から小麦粉が投げ売りされて

おり、対象国に対して措置をとって欲しいと提

訴をし続けてきたが、認められていない。しか

し、通商省は国際的なダンピング協定違反に当

たるかどうかをかなり長期間調査しており、つ

いに、製粉産業に大きな影響を与えると判断し

て、とりあえず、2012年12月5日から200日間と

いう期限付きで、輸入小麦粉に20％の緊急関税

を導入した。また、輸入小麦粉の中には品質が

悪いものもある。

製粉と小麦粉のお国ぶり

─その22─

イ ン ド ネ シ ア
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製造される小麦粉は、強力粉（蛋白量12％以

上）、中力粉（蛋白量10～11％）、及び薄力粉（蛋

白量8～9％）に分類されて流通しており、約75

％は即席めんとパン用の強力粉である。小麦粉

の用途は約60％がめん用（即席めんと伝統的な

めん）、10～15％がパン用、10～15％がビスケ

ット用である。

★ ボガサリ製粉のシェアが約70％だが、製粉

工場の新増設が相次ぐ

製粉工場数は1998年の5から2009年には10に

増え、その後も新増設による大幅な能力増が続

いて、2012年には20になり、年間総製粉能力も

790万トンになった。なお、建設中の工場が4つ

ある。

最大の製粉会社はIndofood Sukses Makmur

社傘下のBogasari製粉で、年間製粉能力は産業

全体の半分を少し超える440万トンだが、市場

シェアは約70％である。ジャカルタ工場は1日

の挽砕能力が1万トンを超える世界最大の製粉

工場で、スラバヤ工場も約6,000トンである。2

位 は 年 間 製 粉 能 力 約 80 万 ト ン の Sriboga 

Raturaya社で、 ジャカルタとスラバヤに工場

がある。Eastern Pearl製粉、Panganmas社も

大手である。大手の稼働率は高く、粉歩留りは

70～74％と推定される。

★ 即席めんは寡占状態、パンは小規模ベーカリ

ーが多い

Indofood Sukses Makmur社は世界最大規模

の即席ラーメン製造会社で、突出した市場リー

ダーである。設立以来、絶え間なく工場の建設、

増設を繰り返してきて、多くの製めん工場を持

つようになった。同社が製造する即席ラーメン

には油が17％含まれているので、需要に見合う

椰子油の製造工場も多数持っている。即席ラー

メンの品質は日本のものとはかなり違うが、大

量生産による安い製品が幅広い層の消費者に受

け入れられ、需要が伸びてきた。

1997-98年の経済危機で失業した人が自宅で

小さなパン屋を始めたケースが多く、その数は

一時、3万軒以上だったと推定される。中及び

低所得者層は米の代わりにこれらのパン屋がつ

くった安いパンを食べるようになり、パンの消

費増を引き起こした。ほとんどが小規模だが以

前からある400店以上のベーカリーも営業して

いる。これら新旧の小規模ベーカリーがパン用

小麦粉の約60％を使っており、残りの約40％を

約200社の工業規模の食品会社のベーカリー部

門が使っている。家庭での小麦粉消費量は少な

い。田舎では、昔からベーカリー製品は町や村

のマーケットで売られるか、ベーカリーが直売

している。大都市には、小規模なベーカリーシ

ョップのほかに、スーパーマーケットや近代的

な小売店があり、東洋及び西洋タイプのベーカ

リー製品を売っている。

ベーカリー製品は少し前までぜいたく品と考

えられてきたし、今でも、収入による消費量の

差が大きい。都市部での消費が多く、地方では

少ないが、中間所得層の消費者を中心に消費が

増えつつある。ファストフード市場の拡大に伴

って、ハンバーガーのような加工したベーカリ

ー製品の需要が伸びつつある。ベーカリーで使

う小麦粉の60％は菓子用だとも言われ、ビスケ

ットをはじめとした各種の菓子類も消費量が多

い。アメリカからの企業進出も多く、ダンキン・

ドーナツ社はドーナツ製品を販売し、Sara Lee

社はパン工場を持ってバンズ、マフィン、スライ

ス白パン、パウンドケーキなどを製造している。

2012年7月、インドネシアがロシアに即席め

ん工場を建設することで、両国が合意した。

（財団法人製粉振興会参与、農学博士 長尾精一）
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業務日誌

業務 平成25年4月3日、構造改善助成事業審査委員会を開催した。

（審査内容）　�転廃業に対する助成事業計画書� �

助成対象とする内示……… 3件

製粉振興 2013. 4 22
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世界　　（1） 2012/13年度の小麦

は生産が前年度比4,020万トン減

の6.56億トンだが、消費はそれを

上回る6.76億トン。中国、インド、アメリカ、

カナダは増産だが、CIS諸国、EU、 アルゼン

チン、オーストラリアが減産。

国際穀物理事会（IGC）予測の2012/13年度の

世界と主要輸出国の小麦需給を［表1］に、国別

小麦生産量を［表2］に示した。世界では、生産

が前年度比4,020万トン減の6.56億トン、消費が

1,620万トン減の6.76億トン（食用は390万トン増

の4.65億トン）で、期末在庫が1,990万トン減の

1.77億トン、貿易が720万トン減の1.38億トンで

ある。期末在庫は、主要8輸出国が1,970万トン

減の5,110万トンだが、 中国は260万トン増の

5,650万トン、インドも400万トン増の2,450万ト

ンである。生産量は、中国が1.206億トン、イ

ンドが9,490万トンに増え、アメリカは6,180万

トン、カナダは2,720万トンに回復するが、ロ

シア（1,850万トン減の3,770万トン）、カザフス

タン、ウクライナは大幅減で、オーストラリア、

アルゼンチン、EUも減産である。パキスタン

は2,330万トン、トルコは1,750万トン、イラン

は1,400万トンの高レベルを維持する。

� （IGC-GMR・431／13）

（2） 2012/13年度の小麦粉貿易量は前年度比

169万トン減の1,287万トン。

IGC予測の2012/13年度小麦粉貿易量を［表3］

に示した。カザフスタンの輸出量が前年度の約

1/4減の280万トンと予想されるため、世界の貿

易量は169万トン減の1,287万トンである。アフ

ガニスタンは小麦を370万トン収穫できたので、

小麦粉での輸入の必要性が低下し、21％減の

100万トンである。2012年12月初めに20％の輸

入関税を導入したインドネシアは、当初予想よ

り減って90万トンの輸入になる。イラクは120

万トンと予想される。EUの輸出は前年度より

やや少ない120万トン、トルコは前年度より21

万トン少ないが近隣諸国の輸出余力が小さいの

で280万トン輸出する。

� （IGC-GMR・430／13）

（3） 2012/13年度のバイオ燃料用穀物消費量は

1.369億トン、小麦は580万トン。

［表4］はIGCによる穀物の工業用消費量、［表

5］はバイオ燃料用穀物消費量である。2012/13

年度の工業用穀物消費量は前年度比690万トン

（2.3％）減の2.988億トンで、特に、過去5年間に

平均23％伸びた最大用途のバイオ燃料用が、前

年度比7.4％減の1.369億トン（特に、アメリカが

10.2％減の1.158億トン）だった。でんぷん用は

440万トン増の1.11億トンで、醸造用は変化が

なかった。小麦のバイオ燃料用消費は580万ト

ンでほとんど変化がない。

� （IGC-GMR・430／13）

アメリカ　　（1） ホライズン製粉

とコナグラ製粉の統合で最大のア

ーデント製粉誕生へ。

ConAgra�Foods社、Cargill社、及びCHSは3

月5日にHorizon製粉（全米1位）とConAgra製粉
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（同3位）を統合して新会社、Ardent製粉を設立

することで合意したと発表した。ホライズン製

粉は2002年にカーギル社とCHS（大手農業協同

組合）が合弁で設立した会社で、コナグラ製粉

はコナグラフーズ社の一部門である。持株比率

はコナグラフーズ社とカーギル社が44％ずつ、

CHSが12％で、新会社は親会社とは独立の合弁

会社として運営する。CEOにはホライズン製

粉社長のDan�Dye氏が、COOにはコナグラ製

粉社長のBill�Stoufer氏が就任予定。新会社は

アメリカ、カナダ、プエルトリコに製粉工場を

44、ミックス工場を3、特殊パン工場を1持ち、

1日の小麦粉（デュラムセモリナを含む）生産能

力は全米の約34％に相当する24,748トンの巨大

製粉会社になる。売上高は、ホライズン製粉の

2012年度（5月31日まで）が25億ドル、コナグラ

製粉の2012年度（3月31日まで）が18億ドルであ

る。新社名のardent（情熱的な）は顧客に強さ、

情熱及び献身を伝える目的で選ばれた。諸手続

きを経て、2013年末までには新会社が設立され

る見込み。

� （World-Grain.com・March�5／13）

（2） 倒産したミッドステート製粉をレボノキャ

ピタル社が取得。

2012年12月に倒産したMidstate製粉をRenovo�

Capital社が取得した。ミッドステート製粉は

1935年創業で、ノースカロライナ州ニュートン

に小麦粉日産能力295トンの工場と穀物サイロ

17,600トンを持ち、家庭用粉、コーンミール、

セルフライジング粉、ビスケットやマフィンミ

ックスを製造していた。レボノキャピタル社は

2011年にイタリア食品のメーカーを買収してお

り、食品への投資は2件目である。

� （World-Grain.com・March�1／13）

（3） 2013年2月の小麦生産者手取り価格は前月

比37セント安、前年同月比65セント高。

合衆国農務省発表の2月の全小麦平均生産者

手取り価格は7.75ドル／ブッシェルで、前月比

は37セント安だが、前年同月比は65セント高で

ある。冬小麦は7.69ドル、デュラム小麦は7.87

ドル、デュラム小麦を除く春小麦は7.85ドルで

ある。

� （USDA）

（4） コナグラ製粉がUltragrain生産能力を増強。

これまで全粒粉のUltragrainを3工場で生産

してきたが、需要増に対応するため、そのうち

のイリノイ州Alton工場の能力を拡張し、アラ

バマ州Decatur工場に製造ラインを新設する。

新増設は7月までに行う。

� （World-Grain.com・March�4／13）

（5） カーギル社が食物繊維技術を購入。

Cargill社のでん粉・甘味料部門は健康・栄養

ビジネスを革新的に行うFugeia社から小麦ふ

すまの食物繊維と抗酸化剤の抽出・精製技術と

関連知見を購入した。この技術で得られる製品

はアラビノキシランとオリゴ糖が主成分で、色

が薄くて滑らかな食感であり、水ヘの溶解性が

高い。食品類への応用範囲が広いという。

� （World-Grain.com・March�1／13）

（6） ドーナツは伸びているが、トップ企業のホ

ステスブランド社の倒産で業界地図に変化。

［表6］は2012年12月2日までの52週間のドー

ナツ売上高上位9ブランドである。ドーナツの

総売上高は1,624,927,700ドルで、前年同期比3

％増、 販売個数は814,608,100で2％増である。

トップブランドはHostess�Donettesだが、

Hostess�Brands社は2012年11月に倒産したの
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で、売上高、販売個数共に減少しており、他の

会社がこのブランドを引き継ぐことになろう。

2位のKrispy�Kreme�Doughnut社は存在感を増

し、売上高を2％増やした。食品サービス業で

の国際展開を図っており、モスクワに40店、イ

ンドに80店、シンガポールにフランチャイジー

の15店を開設予定で、2012年12月現在、21か国

に730店を持つ。Dunkin’�Brands社はアメリカ

に7,200のレストランを持つが、15,000に増やす

計画だという。

� （MBN・87-23／09）

（7） ライ麦パンは売上高、販売量共に減少。ブ

ランド間の優劣が大きく、ホステスブランズ社

の倒産で業界地図が変化。

2012年12月23日までの1年間のライ麦パン（プ

ンパーニッケルを含む）上位9ブランドの売上高

と販売個数を［表7］に示した。総売上高は2.8億

ドルで、前年同期比1.44％減、販売個数も3.02

％減である。トップのPepperidge�Farmは大き

く伸びたが、 倒産したHostess�Brands社の

Beefsteakは2位に転落した。ブランドによる優

劣があり、今後、業界地図が大きく変化すると

思われる。

� （MBN・91-24／13）

（8） マイクロ波技術がパンの日持ちを延長。

テキサス州Lubbockのテキサス工科大学がマ

イクロ波を用いてパンのかびをなくし、日持ち

を60日まで伸ばせるMicroZap技術を開発して、

LubbockにあるMicroZap社に世界的なライセ

ンスを与えた。MicroZap社は実用化へ向けて

のパートナーを探している。家庭用にも応用可

能という。

� （MBN・91-25／13）

（9） 2012年の小麦粉生産量は前年比2.1％増。

北米製粉協会が上位24社に生産量を調査し、

Milling�&�Baking�News誌がこのデータを24社

の能力シェアの0.951で割って2012年の小麦粉

生産量を［表8］のように1906.8万トンと推定し

た。前年の1867.7万トンに比べ2.1％増で、2000

年の1910.9万トンに迫る量である。同様の推定

で2011年末の24時間当たりの製粉能力は69,580

トン、年間平均稼働率は89.1％である。

� （MBN・92-1／13）

ウクライナ　　農業基金が製粉用

小麦の調達量を増加。

農業基金の1月17日発表による

と、パン価格安定のために、2013/14年度産小

麦の調達量を前年より30万トン増の100万トン

にする。すでに50万トンは契約済みで、残りも

3～4月に確保の見込み。

� （IGC-GMR・430／13）

オマーン　　サラーラ製粉が増設

で最大の製粉企業に。

Salalah�Mills社は1998年にアラ

ビア半島南海岸に日産能力300トンの工場で創

業した。その後、増設を繰り返し、2012年には

600トンの4ライン目を増設して、合計日産能力

1,500トンの最大の製粉会社になった。設備は

Bühler社製で、小麦粉、デュラム・セモリナ、

挽き割り殻付き小麦などを製造している。

� （diagram・163／13）

カザフスタン　　製粉工場は整理

統合が進んだが、設備過剰で輸出

に依存。

製粉産業は整理統合が進み、2000年の2,300

工場が2010年には383工場になった。年間小麦
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粉生産能力は1,200万トンを超えるが、国内消

費量が260万トン、小麦粉輸出が350万トンなの

で、稼働率は約50％である。製粉工場は国内に

分散しており、小麦主産地のKostanay地区で

全国の小麦粉の27％が、南カザフスタン地区（生

産地からは遠いが、大都市Almatyと主な中央

アジア輸入国に隣接）で20％が製造される。小

麦粉消費量は安定しているが、消費者が品質や

健康に関心を持つようになったので、上位等級

の小麦粉の販売が伸びている。家庭での製パン

が減り、市場でパンを買う量が増えた。世界最

大の小麦粉輸出国になり、2011-12年度は350万

トン輸出したが、2012-13年度は小麦の減産で

小麦粉輸出も280万トンに留まり、伝統的な顧

客にも十分供給できず、最大の輸出先であるウ

ズベキスタンへも40万トン減の150万トンに留

まった。比較的高品質の小麦の生産、輸出国だ

が、年による変動が大きい。IGCの予測による

と、2012-13年産小麦の生産量は前年度比1,270

万トン減の1,000万トンで、輸出は390万トン減

の680万トンである。政府は穀物貯蔵設備を各

地に建設の予定だが、作物の多様化を推進して

おり、小麦の比率を現在の65％から52％に減ら

し、飼料用作物や油糧用種子の増産を図ろうと

している。

� （WG・31-2／13）

シンガポール　　オーラム社がセ

ネガルとカメルーンに製粉工場を

建設。

OLAM�International社はセネガルのディア

ムニアドとカメルーンのドゥアラにそれぞれ日

産能力500トンの製粉工場（設備はBühler社製）

の建設を開始した。両国で製粉業を展開する。

� （diagram・163／13）

中国　　2013年は穀物輸入を制

限しない。

政府は2月1日、2013年は穀物輸

入を制限しないと発表した。今後、輸入量の変

動が予想されるが、単収増で国内生産量が増え

る可能性があるので、著しく増えることはない

と考えており、大豆を除いて自給率目標の95％

を変えるつもりはないという。

� （IGC-GMR・430／13）

ドイツ　　（1） 製粉会社のカルテ

ル行為に罰金。

連邦カルテル庁は2月19日、製

粉会社22社、製粉協会、及びそれらの代表者に

対し、カルテル行為を行ったとして4,100万ユ

ーロの罰金を科した。2011年10月にも2,400万

ユーロの罰金が科せられたが、その後の調査で

全貌が判明し、あらためて罰金ということにな

った。2001年以来、定期的な会合で価格、顧客

の割当て、供給量などを調整し、閉鎖や既に閉

鎖した工場の操業再開を阻止するなどによる能

力調整も行っていた。製粉協会の代表が会合を

設定し、合意形成にも参加していた。前回も罰

せられたVK製粉に加えて、Werhahnグループ

とGrain�Millersグループが中心的な役割を果た

した。それぞれの罰金は関与の度合、支払能力、

フランスとオランダの競争当局が既に決めた重

い罰金の額を考慮して決められる。

� （World-Grain.com・Feb.25／13）

（2） 2013年2月の小麦価格はやや沈静化。

［表9］は国内主要市場平均の2013年2月の小

麦、ライ麦、及びふすまの価格である。昨年11

月に比べてやや沈静化したが、前年同月より高

い。

� （MM・150-5／13）
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フランス　　1人当たり小麦粉消

費量は減少、小麦粉生産量は横這

い。小規模製粉工場が減少。

小麦粉の食用消費量の推移を［表10］に示し

た。人口増があるので総消費量は400万トン弱

を維持しているが、1人当たり消費量は年々減

少して2010年には61.5キログラムになった。［表

11］は製粉産業の売上高で、小麦価格の高騰を

反映して2011年の売上高は前年より増加した。

［表12］は2011年に操業中の製粉企業の構造で

ある。全国規模が4社45工場のままで挽砕量も

ほとんど変化がないが、複数の地域圏に展開す

る中型11社が工場数を6つ増やし、挽砕量も少

し増えた。小型の会社は減少傾向である。［表

13］は製粉工場数と小麦粉生産量である。製粉

工場数の減少スピードは鈍り2011年には450で、

小麦粉生産量は横這いである。規模別工場数と

挽砕能力は［表14］のようで、年間挽砕能力1万

トン以下の小規模工場が減少し、5万トン超の

工場の挽砕能力が増えて全体の60.4％になっ

た。 フランス小麦の用途は［表15］のようで、

2011/12年度は総消費量が大幅に減少したが、

製粉用はほぼ前年度並みだった。小麦粉の用途

別消費量は［表16］のようで、2011年は前年に

比べて国内消費量が0.4％減り、輸出が1.5％増

えた。手づくりベーカリーの消費量減と工業規

模ベーカリーの消費量増は引続きの傾向で、手

づくりベーカリーの比率が60％を切った。家庭

用小袋の減少（10.1％減）が目立ち、全体の消費

量の6.0％になった。製パンで使われる小麦粉

のタイプ別割合を［表17］に示した。通常の小

麦粉の66％はタイプ65で、タイプ55が32％であ

る。有機小麦粉の場合は、タイプ80と110が多い。

（annuaire�de�la�Meunerie�Francaise�2012，

IC・180／12）

ベルギー　　パンの販売量が激減

し、消費内容が変化。

政治は不安定だが、経済は健全

である。2011年にパンの販売量は激減したが、

ベーカリー製品全体の売上高は前年比2％増の

26.5億ユーロだった。手作りベーカリーがパン

の3/4を製造している。3つの大手スーパーマー

ケットチェーンはそれぞれ工業規模製パン工場

を持ち、この3社だけが市場シェア2％以上で、

それぞれ独自の販売戦略で消費者を取り込もう

としている。徐々に手作りベーカリー製品が減

り、工業規模製品への移行が進む。全粒粉パン

と多穀物パンなどの特殊パンと朝食用シリアル

が需要を増し、標準的な食事用白パンの消費が

減った。過去5年でパンの販売量は約15％低下

したが、価格より品質を重視したブランドや高

付加価値製品で勝負するようになって、売上高

は上昇した。

� （EB・124／12）

ロシア　　（1） 政府の小麦備蓄目

標量を決定。

2月13日、政府は小麦備蓄目標

量を480～1,000万トンと発表した。2012年の旱

魃による在庫量減を考慮しての処置で、国内及

び国際市場から調達する。

� （IGC-GMR・430／13）

（2） 穀物の輸入関税を一時的に停止。

政府は穀物の輸入関税（5％）撤廃を検討して

いたが、2月8日、2013年の第一四半期の停止を

発表した。

� （IGC-GMR・430／13）
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［表1］ 世界及び主要小麦輸出国の小麦需給 （百万トン）

期初
在庫

生 産
輸入
b）

供給計
消 費 輸出

b）
期末
在庫食 用 工業用 飼料用 計 a）

アルゼンチン（12月／11月）
2010/11 1.8 15.9 0.0 17.7 3.6 0.1 0.3 4.4 9.5 3.7
2011/12 推定 3.7 14.5 0.0 18.2 3.2 0.1 0.4 4.0 12.8 1.5
2012/13 予測 1.5 10.0 0.0 11.5 3.4 0.1 0.4 4.3 5.5 1.7

オーストラリア（10月／9月）
2010/11 5.9 27.4 0.0 33.3 2.1 0.4 2.5 5.6 18.6 9.1
2011/12 推定 9.1 29.9 0.0 39.1 2.0 0.5 3.1 6.3 24.7 8.1
2012/13 予測 8.1 22.1 0.0 30.2 2.0 0.5 3.0 6.2 20.0 4.1

カナダ（8月／7月）
2010/11 7.8 23.3 0.1 31.2 2.8 0.8 3.0 7.5 16.2 7.5
2011/12 推定 7.5 25.3 0.0 32.8 2.6 0.8 5.0 9.4 17.5 5.9
2012/13 予測 5.9 27.2 0.0 33.1 2.8 0.8 5.0 9.7 18.5 5.0

EU-27（７月／６月）
2010/11 16.1 136.8 4.7 157.6 54.2 10.4 51.4 123.0 23.9 10.7
2011/12 推定 10.7 137.4 7.2 155.3 54.5 9.8 55.4 126.8 17.4 11.1
2012/13 予測 11.1 130.6 6.1 147.7 54.6 9.8 46.4 117.0 20.8 9.9

カザフスタン7（７月／６月）
2010/11 3.4 9.6 0.0 13.1 2.0 0.0 1.5 6.0 5.6 1.5
2011/12 推定 1.5 22.7 0.0 24.3 2.3 0.0 2.5 7.3 11.1 5.9
2012/13 予測 5.9 9.8 0.0 15.8 2.3 0.0 2.0 6.8 6.8 2.1

ロシア（７月／６月）
2010/11 14.7 41.5 0.0 56.2 16.6 0.3 15.5 38.3 4.0 14.0
2011/12 推定 14.0 56.2 0.5 70.7 16.5 0.2 15.3 37.6 21.6 11.5
2012/13 予測 11.5 37.7 1.8 51.0 16.5 0.2 12.5 34.7 10.6 5.7

ウクライナ（７月／６月）
2010/11 2.3 16.8 0.0 19.2 5.8 0.2 3.1 11.4 4.3 3.5
2011/12 推定 3.5 22.3 0.1 25.9 5.8 0.2 5.2 13.9 5.4 6.6
2012/13 予測 6.6 15.8 0.0 22.4 5.8 0.2 4.0 11.9 7.0 3.5

アメリカ（６月／５月）
2010/11 26.6 60.1 2.6 89.3 24.6 0.6 3.6 30.7 35.1 23.5
2011/12 推定 23.5 54.4 3.1 81.0 24.9 0.6 4.5 32.2 28.6 20.2
2012/13 予測 20.2 61.8 3.5 85.5 25.0 0.7 10.5 38.3 28.0 19.2

主要輸出国計
2010/11 78.6 331.4 7.4 417.5 111.7 12.6 80.8 226.8 117.1 73.6
2011/12 推定 73.6 362.8 10.9 447.2 111.9 12.1 91.4 237.4 139.0 70.8
2012/13 予測 70.8 314.9 11.5 397.2 112.4 12.2 83.9 228.9 117.3 51.1

中　国（７月／６月）
2010/11 53.2 115.2 1.0 169.4 88.0 3.1 15.0 114.1 0.4 54.9
2011/12 推定 54.9 117.9 3.0 175.8 87.5 3.1 22.5 121.5 0.4 53.9
2012/13 予測 53.9 120.6 3.2 177.7 87.5 3.2 22.0 120.7 0.5 56.5

インド（４月／３月）
2010/11 16.9 80.8 0.1 97.9 73.1 0.2 2.1 82.1 0.0 15.8
2011/12 推定 15.8 86.9 0.0 102.7 73.1 0.2 1.3 81.2 1.0 20.5
2012/13 予測 20.5 94.9 0.0 115.4 76.0 0.2 2.5 85.9 5.0 24.5 

世界計 c） a） c）
2010/11 198.8 652.9 125.7 851.7 456.5 19.3 118.7 658.7 125.7 193.0
2011/12 推定 193.0 695.9 145.1 888.9 460.6 18.8 146.3 691.8 145.1 197.1
2012/13 予測 197.1 655.7 137.8 852.8 464.5 19.1 130.8 675.6 137.9 177.2 

a）種子用および廃棄分を含む、b）製粉製品の推定輸出入量を含む、ｃ）IGC 7月／6月データ： 製粉製品の貿易を含まない。
（2013年3月21日現在） （IGC）
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［表2］ 世界の小麦生産量 （百万トン） 

地区・国名 09/10 10/11 11/12（推定） 12/13（予測）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

EU-27

ブルガリア 4.0 4.0 4.3 4.0
チェコ 4.4 4.2 5.0 3.6
デンマーク 5.9 5.3 4.8 4.6
フランス 38.3 38.1 36.1 38.2
ドイツ 25.2 24.0 23.0 22.5
ハンガリー 4.4 3.8 4.1 3.9
ギリシャ 1.8 1.6 1.3 0.9
イタリア 6.3 6.9 6.8 7.3
ポーランド 9.8 9.5 9.3 8.4
ルーマニア 5.2 6.0 6.7 4.8
スロバキア 1.5 1.2 1.5 1.3
スペイン 4.8 5.7 6.8 5.1
スウェーデン 2.3 2.2 2.3 2.3
イギリス 14.1 14.9 15.3 13.3
その他 10.3 9.5 10.1 10.5
　計 138.3 136.8 137.4 130.6

セルビア 2.1 1.7 2.0 1.9
その他 2.5 2.2 2.4 2.6
　計 143.0 140.6 141.7 135.1

CIS

カザフスタン 16.5 9.6 22.7 9.8
ロシア 61.7 41.5 56.2 37.7
ウクライナ 20.9 16.8 22.3 15.8
その他 14.5 13.1 13.7 14.6
　計 113.6 81.1 115.0 77.9

北
・
中
ア
メ
リ
カ

カナダ 26.8 23.3 25.3 27.2
メキシコ 4.3 3.7 3.7 3.5
アメリカ 60.4 60.1 54.4 61.8
その他 T T T T
　計 91.5 87.1 83.4 92.5

南
ア
メ
リ
カ

アルゼンチン 9.0 15.9 14.5 10.0
ブラジル 5.0 5.9 5.8 4.3
チリー 1.1 1.6 1.3 1.5
ウルグアイ 1.7 1.3 1.6 1.3
その他 1.3 1.8 1.6 1.6
　計 18.2 26.5 24.8 18.6
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地区・国名 09/10 10/11 11/12（推定） 12/13（予測）

近
東
ア
ジ
ア

イラン 12.0 15.0 13.5 14.0
サウジアラビア 1.2 1.3 1.2 0.8
シリア 4.0 3.6 3.9 3.7
トルコ 18.5 17.5 18.8 17.5
その他 1.9 3.4 3.0 2.6
　計 37.5 40.9 40.3 38.6

極
東
ア
ジ
ア

太
平
洋
ア

ジ
ア

中国 115.1 115.2 117.9 120.6
その他 1.2 1.4 1.6 1.5
　計 116.3 116.5 119.5 122.1

南
ア
ジ
ア

アフガニスタン 4.1 3.7 3.0 4.2
インド 80.7 80.8 86.9 94.9
パキスタン 24.0 23.9 24.2 23.3
その他 2.2 2.4 2.5 2.4
　計 111.1 110.8 116.6 124.7

計 227.3 227.3 236.1 246.8

ア
フ
リ
カ

北
ア
フ
リ
カ

アルジェリア 3.6 3.1 2.8 4.0
エジプト 8.5 7.5 8.4 8.5
リビア 0.2 0.2 0.1 0.2
モロッコ 6.4 4.9 5.8 3.4
チュニジア 1.6 0.8 1.3 1.6
　計 20.2 16.5 18.4 17.7

サ
ハ
ラ
以
南

エチオピア 2.2 2.9 2.9 3.0
南アフリカ 2.0 1.4 2.0 1.9
その他 1.3 1.0 1.0 1.2
　計 5.4 5.3 5.9 6.2

計 25.7 21.8 24.4 23.8

オセア
ニア

オーストラリア 21.8 27.4 29.9 22.1
　計 22.2 27.7 30.2 22.4

世　界　計 679.0 652.9 695.9 655.7
（2013年3月21日現在）　 Ｔは５万トン以下 （IGC）
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［表3］世界の小麦粉貿易量（デュラム・セモリナを除く） （小麦換算、千トン）

地区・国名 09/10 10/11 11/12（推定） 12/13（予測）

輸

　
　入

　
　国

ヨーロッパ
EU⊖27 43 43 25 45

その他 27 47 45 45

計 70 90 70 90

CIS

ロシア 8 9 10 20

タジキスタン 487 520 539 500

ウズベキスタン 1,499 1,415 1,939 1,500
その他 246 506 472 350

計 2,240 2,450 2,960 2,370

北・中
アメリカ

カナダ 117 114 143 120

キューバ 74 33 0 10

メキシコ 67 103 78 110

アメリカ 229 228 222 230

その他 132 133 157 150

計 620 610 600 620

南アメリカ

ボリビア 350 293 269 300

ブラジル 887 944 903 950

その他 63 53 48 60

計 1,300 1,290 1,220 1,310
イラク 1,184 989 1,359 1,200

近東 イエメン 76 79 50 75

アジア その他 350 302 231 295

計 1,610 1,370 1,640 1,570

極東
アジア

アフガニスタン 1,779 1,327 1,264 1,000
香港 358 357 356 360

インドネシア 1,005 1,062 829 900

北朝鮮 125 177 213 180

韓　国 116 53 54 60

モンゴル 142 69 91 80

フィリピン 190 125 228 180

タイ 155 250 222 230

ベトナム 37 42 40 40

その他 434 377 313 390

計 4,340 3,840 3,610 3,420

アフリカ
北
ア
フ
リ
カ

リビア 385 95 366 250

その他 12 115 104 120

計 400 210 470 370
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地区・国名 09/10 10/11 11/12（推定） 12/13（予測）

輸

　
　入

　
　国

アフリカ

サ
ハ
ラ
以
南

アンゴラ 459 530 735 550

チャド 103 55 70 60

ガンビア 77 89 83 90

ギニア 136 149 163 130

ソマリア 151 102 113 100

スーダン 100 27 43 50

その他 443 538 723 620

計 1,470 1,490 1,930 1,600
計 1,870 1,700 2,410 1,970

オセアニア 70 70 80 80

不詳 1,270 1,210 1,970 1,440
世  界  計 13,390 12,630 14,560 12,870

輸

　
　出

　
　国

アルゼンチン 1,278 1,286 1,240 1,100
オーストラリア 150 100 74 100

カナダ 262 225 199 220

EU 1,247 1,157 1,277 1,200
カザフスタン 3,514 2,526 3,652 2,800
ロシア 381 570 435 300

ウクライナ 165 122 161 200

アメリカ 545 406 329 420

中国 388 417 391 400

日本 269 267 273 270

パキスタン 300 900 300 320

トルコ 2,602 2,356 3,013 2,800
アラブ首長国連邦 550 500 1,200 1,000
その他 1,737 1,799 2,016 1,740

（2013年2月21日現在） （IGC）

［表4］世界の穀物の工業用用途別消費量 （百万トン）

2009/10 2010/11
2011/12
（推定）

2012/13
（予測）

エタノール 149.4 162.3 162.7 151.5
（うち、バイオ燃料） （134.6） （147.3） （147.8） （136.9）
でんぷん 96.1 100.3 106.6 111.0
ビール醸造 34.1 33.8 35.4 35.3

計* 280.7 297.6 305.7 298.8
（2013年2月21日現在）　* 不詳を含む  （IGC）
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［表5］世界のバイオ燃料用穀物消費量 （百万トン）

国　名 穀物の種類 2009/10 2010/11
2011/12
（推定）

2012/13
（予測）

アメリカ
トウモロコシ 116.6 127.5 127.3 114.3
モロコシ 1.7 1.6 1.5 1.4

計 118.3 129.2 128.9 115.8

EU

トウモロコシ 2.3 3.2 4.2 5.1
小麦 3.9 4.3 3.8 3.6
大麦 0.4 0.4 0.3 0.4

計 7.1 8.3 8.7 9.7

カナダ
トウモロコシ 2.0 2.2 2.6 2.7
小麦 0.5 0.6 0.6 0.7

計 2.5 2.8 3.2 3.4

中　国

トウモロコシ 4.0 4.0 4.1 4.1
小麦 1.0 1.0 1.0 1.0
モロコシ 0.3 0.3 0.3 0.3

計 5.3 5.3 5.4 5.4
その他 1.4 1.6 1.6 2.6

世　界

トウモロコシ 125.8 137.9 139.2 127.9
小麦 5.7 6.3 5.7 5.8
モロコシ 2.3 2.2 2.1 2.1
大麦 0.4 0.5 0.4 0.5
その他／不詳 0.5 0.4 0.4 0.6

計 134.6 147.3 147.8 136.9
（2013年2月21日現在） （IGC）

［表6］アメリカのドーナツ売上高上位9ブランド

順
位 会社名

売上高 販売個数
ド ル 前年比（％） 個数 前年比（％）

1 Hostess Donettes 357,604,400 －3.95 193,419,300 －6.79
2 Krispy Kreme 213,453,800 1.70 70,564,560 －7.03
3 Little Debbie 168,440,000 27.86 157,994,100 21.17
4 Entenmann's 133,848,500 5.16 39,871,060 4.92
5 Entenmann's Softees 72,345,240 3.68 20,599,040 1.82
6 Entenmann's Pop'ems 50,685,890 11.72 20,310,260 10.46
7 Hostess Sweet Sixteen 37,534,740 1.80 16,768,500 1.68
8 Hostess 35,853,540 －3.52 12,611,240 0.15
9 Mrs Baird's 30,896,940 －0.17 19,141,520 2.22

プライベートラベル 227,642,200 －1.08 112,885,800 －3.23
（スーパーマーケット、ドラッグストア、および大量販売店などで調査した2012年12月2日までの52週間のデータ）
 （SymphonylIRI Group）
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［表7］アメリカのライ麦パン（プンパーニッケルを含む）上位９ブランド

順
位 会社名

売上高 販売個数
ド ル 前年比（％） 個数 前年比（％）

1 Pepperridge Farm 59,480,520 12.61 16,449,590 8.93
2 Beefsteak 49,231,140 －15.93 14,549,510 －18.38
3 Oroweat 35,616,460 0.52 8,653,711 1.36
4 Arnold 19,906,980 －3.91 5,892,291 －6.19
5 Levy's 12,878,340 2.86 3,511,888 1.62
6 Rubschlager 8,179,106 －10.94 2,825,498 －12.98
7 Rosen's 6,328,512 5.61 1,922,903 7.63
8 Cobblestone Mill 4,544,098 －6.80 1,615,633 －6.96
9 Schwebel's 2,732,169 －8.35 797,086 14.14

プライベートラベル 42,465,670 －2.42 17,698,510 －1.56
ライ麦パン合計 280,174,100 －1.44 86,257,090 －3.02

（スーパーマーケット、ドラッグストア、および大量販売店などで調査した2012年12月2日までの52週間のデータ）
 （SymphonylIRI Group）

［表8］アメリカの小麦粉生産量・製粉工場の日産能力と稼動率

年
小麦粉生産量
（千トン）

小麦粉日産能力＊

（千トン）
平均稼働率

（％）
2012 19,068 69.58 89.1
2011 18,677 69.04 87.7
2010 18,933 70.08 88.0
2009 18,809 69.58 88.1
2008 18,883 69.45 87.6
2007 18,998 69.63 89.1
2006 18,138 68.31 87.8
2005 17,916 67.68 86.2
2004 17,868 67.70 85.5
2003 17,972 68.59 85.5
2002 17,904 68.03 86.5
2001 18,349 69.45 86.1
2000 19,109 69.43 89.2
1999 18,687 69.03 88.2

＊年末のデータ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （USDC、MBN）
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［表9］ ドイツの小麦・ライ麦・ふすまの価格

品　目
2013年 2012年

2/25～3/3 2/18～2/24 2/27～3/4
Euro/トン 市場数 Euro/トン 市場数 Euro/トン

Aグループ　高品質小麦 255.13 8 259.00 7 202.64
パン用小麦 251.75 8 256.00 9 201.31
パン用ライ麦 213.79 7 218.13 8 245.00
飼料用小麦 244.93 7 248.29 7 195.89
小麦ふすま（バラ） 175.88 8 177.19 8 156.42 

 （MM）

［表10］フランスの小麦粉食用消費量

年
総食用消費量

（トン）
1人当たり平均

食用消費量（Kg）
年

総食用消費量
（トン）

1人当たり平均
食用消費量（Kg）

1961 3,866,000 83.7 1986 3,573,051 64.8
1962 3,841,000 80.6 1987 3,518,422 63.1
1963 3,867,000 79.8 1988 3,629,202 64.8
1964 3,831,000 78.4 1989 3,523,041 62.2
1965 3,811,000 77.9 1990 3,579,729 62.9
1966 3,716,454 75.7 1991 3,674,171 64.2
1967 3,679,591 74.1 1992 3,658,228 63.6
1968 3,500,212 71.9 1993 3,616,013 62.6
1969 3,439,074 68.6 1994 3,665,323 63.2
1970 3,395,714 67.2 1995 3,689,687 63.3
1971 3,353,363 65.7 1996 3,719,330 63.8
1972 3,345,891 65.0 1997 3,781,914 64.6
1973 3,350,910 64.5 1998 3,804,825 64.8
1974 3,351,086 64.0 1999 3,812,731 65.2
1975 3,390,490 64.4 2000 3,810,103 64.9
1976 3,373,310 63.7 2001 3,839,165 65.0
1977 3,383,446 63.7 2002 3,782,789 63.7
1978 3,492,821 65.6 2003 3,737,313 62.7
1979 3,496,604 65.5 2004 3,764,472 62.5
1980 3,492,218 65.0 2005 3,862,071 63.3
1981 3,475,589 64.0 2006 3,927,097 62.2
1982 3,461,816 63.7 2007 3,985,062 62.7
1983 3,434,823 62.9 2008 3,956,230 61.9
1984 3,503,087 63.9 2009 3,974,882 61.8
1985 3,555,075 64.3 2010 3,976,634 61.5

 （FranceAgriMer）
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［表11］フランスの製粉産業の売上高 （10億ユーロ）

年 国内市場 輸出 合計
2005 1.23 0.15 1.38
2006 1.37 0.16 1.53
2007 1.73 0.17 1.90
2008 1.91 0.27 2.18
2009 1.69 0.21 1.90
2010 1.68 0.20 1.88
2011 1.87 0.24 2.11 

 （ANMF/Douanes/Insee）

［表12］フランスの操業中製粉企業の構造

営業範囲
企業数 工場数

挽砕量
万トン ％

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

全国 4 4 45 45 323 321 57.9 57.7
複数の地域圏 11 11 28 34 103 110 18.4 19.8
地域圏内 60 55 65 60 97 91 17.5 16.4
県内 318 311 318 311 35 34 6.2 6.1

計 393 381 456 450 558 556 100.0 100.0
 （FranceAgriMer）

［表13］フランスの製粉工場数と小麦粉生産量

年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

製粉工場数 523 511 488 476 471 451 454 456 450

小麦粉生産量（万トン） 438 435 433 441 447 442 442 437 437

 （FranceAgriMerr）

［表14］ フランスの製粉工場の規模別工場数と挽砕能力

規模（トン）
工　場　数

挽砕能力
（万トン） （％）

2010 2011 2010 2011 2010 2011

1,000未満 205 203 6 6 1.1 1.1
1,000～5,000 120 117 30 29 5.4 5.2
5,000～10,000 31 30 26 23 4.7 4.1
10,000～50,000 69 68 165 162 29.5 29.1
50,000超 31 32 331 336 59.3 60.4

計 456 450 558 556 100.0 100.0
 （FranceAgriMer）
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［表15］フランス小麦の用途

用　途 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
輸　出 51.0 51.3 56.3 49.7

製　粉
18.6 17.2 16.2 18.0

（601万トン） （580万トン） （567万トン） （574万トン）
飼　料 16.2 16.1 12.2 15.6

でんぷん 8.2 8.8 8.8 8.8
その他 6.0 6.6 6.6 7.9

計
100.0 100.0 100.0 100.0

（3230万トン） （3370万トン） （3500万トン） （3190万トン）
 （ANMF/FranceAgriMer）

［表16］フランスの小麦粉用途別消費量

用　　途
2011年（暫定）

2010年
消費量（トン）

2011/10
％消費量

（トン）
国内消費中の

％
パン中の

％

パ

　
　ン

手作りベーカリー 1,524,805 37.9 58.9 1,551,814 －1.7
工場規模ベーカリー 830,998 20.7 32.1 820,538 1.3
大規模製パン工場 231,320 5.8 8.9 240,628 －3.9
公共企業 1,347 0.03 0.1 1,329 －1.4
計 2,588,470 64.4 100.0 2,614,309 －1.0

そ
の
他

小　袋 230,730 6.0 267,819 －10.1
各種食品用 1,136,197 28.3 1,098,718 3.4
飼料・でん粉・グルテン 56,171 1.4 58,886 －4.6
計 1,433,098 35.6 1,425,424 0.5

国内消費計 4,021,569 100.0 4,039,732 －0.4
輸　出 646,518 637,047 1.5

 （FranceAgriMer）

［表17］フランスで製パンに使う小麦粉のタイプ（2011年）
（％）

タイプ 通常の小麦粉 有機小麦粉
55 32 11

65 66 13

80 1 33

110 0 34

150 0 8
（France Agrimer）
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在
庫
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在
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50
6
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1,
55
2
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0.
8
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8
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.6
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0

99
.6

96
5

73
.9

42
8
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0.
1
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8
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0.
7
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4
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7
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.1
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1
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0.
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95
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1,
07
0

87
.9

36
5

96
.0

36
5

97
.6

31
4

97
.1

3
期
　
計

年
度
計

（
注
）�　
１
.�玄
麦
の
買
入
・
加
工
数
量
に
は
S
B
S
で
の
買
受
分（
19
年
度
か
ら
）、
大
臣
証
明
制
度
に
よ
る
輸
出
見
返
り
分
、
納
付
金
輸
入
分
、
民
間
流
通
麦
及
び
そ
の
他
国
内
産
麦
を
含
み
、
小
麦
粉
の
生
産
・
販
売
量
は
、
輸
出
分
を
除
い
た
数
量

で
あ
る
。

２
.「
製
粉
・
精
麦
工
場
需
給
実
績
報
告
」（
生
産
局
貿
易
業
務
課
）に
よ
る
。

３
.四
捨
五
入
の
関
係
で
内
訳
と
計
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

４
.2
5年
1月
分
は
速
報
の
た
め
、
遡
っ
て
訂
正
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
単
位
：
千
ト
ン
、
前
年
比
％
）
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つ
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単

位
：

ト
ン
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金

額
：

千
円

）
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、
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減
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減
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減
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4.
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−
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9
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9
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3
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−
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3
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5
5.

6
42

5,
81

4
22

,9
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−
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−
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7
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2
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97

7,
81

7
17

,9
98

−
22

.1
8,

02
3,

83
2

11
7,

78
1

23
.6

3,
10

0,
76

4
21

93
.5

68
8

−
22

.0
15

5,
52

4
24

,3
40

5.
3

6,
81

5,
39

6
5,

61
9

1.
0

1,
74

1,
20

1
16

,5
06

−
8.

3
6,

70
6,

09
4

11
0,

35
0

−
6.

3
1,

98
6,

58
6

22
88

48
4

−
29

.6
13

1,
50

3
23

,9
50

−
1.

6
5,

80
2,

78
0

8,
31

4
48

.0
2,

71
7,

99
8

19
,3

60
17

.3
7,

14
1,

79
6

94
,5

62
−

14
.3

1,
76

4,
46

2
22

80
34

0
ー

29
.8

10
1,

07
5

25
,7

17
7.

4
6,

36
0,

91
6

7,
75

0
ー

6.
8

2,
14

1,
93

4
22

,1
28

14
.3

8,
01

6,
54

5
99

,4
33

5.
2

1,
92

8,
84

6
24

80
21

9
−

35
.4

57
,3

94
24

,1
86

−
6.

0
6,

16
1,

46
7

9,
82

1
26

.3
2,

76
5,

46
1

21
,9

77
−

0.
7

8,
59

7,
91

3
88

,1
94

−
11

.3
1,

79
0,

71
0

25
年

1月
88

1
−

80
.7

48
8

1,
97

5
−

9.
1

55
6,

20
2

71
8

16
.9

23
9,

85
3

1,
73

4
−

9.
8

71
7,

39
2

64
5

2.
9

17
,3

97
2

92
8

−
58

.4
3,

58
2

1,
41

6
1.

6
40

8,
27

1
71

7
13

.1
23

0,
05

8
1,

59
8

3.
2

68
6,

74
5

12
,1

07
57

.5
34

9,
94

4
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24
年

1月
〜

12
月

累
計

10
−

63
.8

4,
07

0
3,

39
1

−
5.

0
96

4,
47

3
1,

43
5

15
.0

46
9,

91
1

3,
33

3
−

4.
0

1,
40

4,
80

3
12

,7
52

53
.4

36
7,

34
1

米
国

33
9

−
15

.0
80

,7
55

18
1

−
61

.9
87

,0
46

19
0

2,
15

8
英

国
10

2
−

11
.6

91
,5

04
30

28
.6

4,
09

6
中

国
2,

65
7

−
3.

1
75

7,
52

3
20

8
13

.9
73

,7
50

38
8

9.
1

11
5,

40
5

仏
国

6
−

33
.3

3.
22

6
14

3
14

.1
90

,8
32

26
4

23
.0

19
2,

50
1

香
港

3
1,

13
9

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

20
5.

3
8,

33
0

8,
75

0
20

.5
22

9,
86

1
ト

ル
コ

ス
リ

ラ
ン

カ
韓

国
20

8
−

35
.5

65
,1

57
20

2
1.

5
10

2,
67

0
2,

87
5

10
4,

32
1

タ
イ

38
−

16
.6

23
,5

90
17

5
10

2.
4

41
,1

66
31

5
55

.7
67

,0
65

独
国

50
−

0.
3

15
,4

63
22

−
15

.8
12

,6
14

カ
ナ

ダ
17

−
19

.8
2,

76
8

12
7

4.
2

55
,1

14
デ

ン
マ

ー
ク

16
5

−
21

.5
44

,7
54

34
6

33
7.

6
12

9,
25

9
ブ

ラ
ジ

ル
11

3,
08

9
22

−
38

.2
5,

52
9

ス
イ

ス
3

−
54

.7
1,

07
6

27
13

0.
8

47
,9

30
オ

ラ
ン

ダ
1

57
8

13
−

17
.4

5,
90

3
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
13

3,
15

1
1

−
33

.7
21

9
78

−
18

.0
44

,5
68

1,
07

8
17

2.
2

26
,9

05
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

10
65

.8
4,

07
0

0
96

0
10

21
4.

7
14

,3
66

38
77

.6
30

,2
62

台
湾

66
97

.0
17

,3
07

17
1

29
4.

7
45

,3
77

6
−

50
.6

3,
11

9
ベ

ト
ナ

ム
15

8
−

3.
5

36
,4

36
5

10
0.

0
1,

61
4

25
4

15
.9

76
,4

84
ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン

ド
マ

レ
ー

シ
ア

26
80

.7
11

,4
15

43
7

3.
6

14
3,

21
1

フ
ィ

リ
ピ

ン
91

−
78

.6
17

,8
42

ベ
ル

ギ
ー

13
4

−
8.

1
60

,6
64

ア
ル

ゼ
ン

チ
ン

ス
ペ

イ
ン

18
0.

0
7,

86
7

51
23

.6
13

,6
44

伊
国

24
6

−
2.

1
57

,1
23

39
44

.4
16

,2
70

10
4

24
.7

42
,8

62
そ

の
他

48
−

11
.2

14
,1

34
10

8
−

17
.4

50
,1

39
（

注
）

財
務

省
貿

易
統

計
（

全
国

分
＞

品
別

国
別

表
＞

輸
入

＞
月

次
）

に
よ

る
。
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■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

区 分
年 月

レ ー ト

小
麦

粉
、小

麦（
ひ

き
割

、ミ
ー

ル
、ペ

レ
ッ

ト
）

小
麦

粉
調

製
品（

ケ
ー

キ
ミ

ッ
ク

ス
を

含
む

）
マ

カ
ロ

ニ
お

よ
び

ス
パ

ゲ
ッ

テ
ィ

う
ど

ん
お

よ
び

そ
う

め
ん

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

平
成

17
年

11
0

28
9,

91
1

−
4.

8
8,

04
8,

04
9

2,
31

7
29

.4
74

4,
43

9
1,

05
4

22
1.

3
11

0,
26

0
7,

86
3

1.
9

2,
06

2,
50

2
18

11
6

29
0,

03
3

0.
0

7,
89

5,
26

1
2,

44
2

5.
4

79
7,

96
5

1,
19

6
13

.4
12

6,
17

4
10

,0
65

28
.0

2,
47

6,
42

8
19

11
8

25
5,

37
7

−
11

.9
7,

72
5,

61
1

3,
15

1
29

.1
1,

04
3,

14
4

1,
15

0
−

3.
8

14
0,

80
0

12
,5

61
24

.8
2,

98
8,

51
3

20
10

4
18

6,
88

2
−

26
.8

8,
33

8,
08

5
3,

37
7

7.
1

1,
24

2,
74

2
74

3
−

35
.4

15
0,

11
2

12
,5

17
−

0.
3

3,
22

7,
62

3
21

93
.5

18
5,

22
9

−
0.

9
5,

41
4,

48
2

3,
11

3
−

7.
8

1,
15

0,
48

4
82

2
10

.6
15

0,
82

5
11

,9
47

−
4.

6
3,

12
4,

77
2

22
88

19
6,

18
3

5.
9

5,
86

0,
02

2
3,

57
4

14
.8

1,
25

6,
70

0
77

0
−

6.
3

13
9,

83
5

12
,4

92
4.

6
3,

21
4,

54
5

23
80

19
1,

48
0

ー
2.

4
5,

79
1,

14
7

2,
49

7
ー

30
.1

91
7,

04
0

60
7

−
21

.1
10

3,
14

2
11

,7
28

ー
6.

1
3,

00
5,

45
4

24
80

19
2,

59
8

0.
6

5,
87

4,
12

1
1,

99
8

−
20

.1
78

4,
55

5
59

8
−

1.
5

10
5,

86
0

10
,8

10
−

7.
8

2,
83

0,
55

5
25

年
1月

88
12

,2
51

−
15

.4
46

1,
41

3
13

6
−

40
.7

62
,5

81
54

10
0.

6
7,

61
4

83
7

20
.8

20
2,

36
8

2
92

13
,6

15
−

21
.5

51
8,

84
9

10
1

−
42

.2
38

,2
68

31
−

46
.5

6,
84

0
79

6
−

4.
3

22
4,

16
3

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25

年
1〜

12
月

計
25

,8
66

−
18

.7
98

0,
26

2
23

7
−

41
.3

10
0,

84
9

84
0.

4
14

,4
54

1,
63

4
7.

1
42

6,
53

1

区 分
年 月

レ ー ト

ビ
ス

ケ
ッ

ト（
ス

イ
ー

ト
）

そ
の

他
の

ベ
ー

カ
リ

ー
製

品
等

イ
ン

ス
タ

ン
ト

ラ
ー

メ
ン

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

平
成

17
年

11
0

71
9

−
6.

6
76

2,
77

9
12

,2
74

31
.6

8,
72

2,
21

5
8,

44
5

1.
9

3,
21

4,
04

8
18

11
6

76
2

6.
1

80
4,

13
1

13
,1

20
6.

9
9,

75
5,

78
3

9,
09

1
7.

7
3,

58
6,

18
7

19
11

8
1,

09
8

44
.2

1,
13

3,
75

8
14

,6
88

12
.0

11
,5

36
,6

37
9,

20
0

1.
2

3,
64

5,
44

7
20

10
4

1,
19

8
9.

1
1,

27
0,

76
2

14
,6

72
−

0.
1

12
,1

15
,1

07
8,

12
0

−
11

.7
3,

50
7,

61
6

21
93

.5
88

6
−

26
.1

99
3,

50
6

11
,9

72
−

18
.4

10
,2

58
,8

66
6,

18
1

−
23

.9
2,

91
9,

64
9

22
88

97
4

10
.0

1,
06

7,
43

6
13

,3
43

11
.5

11
,7

70
,9

35
5,

98
1

−
3.

2
2,

82
5,

81
2

23
80

69
8

ー
28

.4
80

1,
03

2
11

,9
67

ー
10

.3
10

,0
91

,5
46

5,
01

2
ー

16
.2

2,
14

6,
06

2
24

80
78

0
11

.8
79

7,
36

9
14

,2
28

18
.9

12
,9

62
,0

25
5,

86
2

16
.9

2,
53

0,
12

1
25

年
1月

88
49

−
25

.7
53

,2
87

1,
21

3
46

.9
1,

16
3,

87
4

44
1

36
.2

18
2,

87
7

2
92

57
21

.9
53

,5
23

1,
10

1
4.

7
1,

02
2,

79
3

47
5

8.
7

21
5,

51
8

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25

年
1〜

12
月

計
10

5
−

6.
0

10
6,

81
0

2,
31

4
23

.3
2,

18
6,

66
7

91
7

20
.4

39
8,

39
5

（
注

）
①

財
務

省
貿

易
統

計
（

全
国

分
＞

品
別

国
別

表
＞

輸
出

＞
月

次
）

に
よ

る
。

　
　

②
そ

の
他

の
ベ

ー
カ

リ
ー

製
品

等
は

、
ス

イ
ー

ト
ビ

ス
ケ

ッ
ト

お
よ

び
米

菓
を

除
く

焼
菓

子
類

並
び

に
ラ

イ
ス

ペ
ー

パ
ー

等
を

い
う

。

小
麦

加
工

食
品

の
輸

出
の

推
移

（
単

位
：

ト
ン

、
金

額
：

千
円

）
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■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
国

際
価

格
の

推
移

品
　

　
　

　
名

月
年

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

小
麦

20
05

（
2.

98
）

10
9

（
3.

00
）

11
0

（
3.

68
）

13
5

（
3.

09
）

11
4

（
3.

06
）

11
3

（
3.

23
）

11
9

（
3.

49
）

12
8

（
3.

16
）

11
6

（
3.

23
）

11
9

（
3.

39
）

12
5

（
3.

07
）

11
3

（
3.

19
）

11
7

（
シ

カ
ゴ

・
S

R
W

小
麦

N
o.

2，
期

近
も

の
）

20
06

（
3.

29
）

12
1

（
3.

52
）

12
9

（
3.

62
）

13
3

（
3.

50
）

12
9

（
4.

00
）

14
7

（
3.

62
）

13
3

（
3.

66
）

13
4

（
3.

77
）

13
8

（
3.

93
）

14
4

（
5.

43
）

19
9

（
4.

82
）

17
7

（
4.

94
）

18
2

20
07

（
4.

64
）

17
0

（
4.

53
）

16
7

（
4.

61
）

16
9

（
4.

88
）

17
9

（
4.

97
）

18
3

（
6.

07
）

22
3

（
6.

02
）

22
1

（
6.

97
）

25
6

（
8.

46
）

31
1

（
9.

53
）

35
0

（
7.

78
）

28
2

（
8.

55
）

31
4

20
08

（
9.

32
）

34
2

（
9.

43
）

37
8

（
10

.9
3）

42
6

（
8.

96
）

32
9

（
7.

76
）

28
4

（
8.

77
）

32
2

（
8.

11
）

29
8

（
8.

25
）

30
3

（
7.

27
）

26
7

（
5.

56
）

20
4

（
5.

34
）

19
6

（
5.

20
）

19
1

20
09

（
5.

69
）

20
9

（
5.

36
）

19
7

（
5.

44
）

20
0

（
5.

22
）

19
2

（
5.

78
）

21
2

（
5.

75
）

21
1

（
5.

35
）

19
6

（
4.

82
）

17
7

（
4.

71
）

17
3

（
5.

05
）

18
6

（
5.

39
）

19
8

（
5.

37
）

19
7

20
10

（
5.

10
）

18
7

（
4.

87
）

17
9

（
4.

79
）

17
6

（
4.

91
）

18
0

（
4.

72
）

17
3

（
4.

52
）

16
6

（
5.

96
）

21
9

（
7.

03
）

25
8

（
7.

27
）

26
7

（
7.

05
）

25
9

（
6.

73
）

24
7

（
7.

65
）

28
1

20
11

（
7.

73
）

28
4

（
8.

40
）

30
9

（
6.

68
）

24
5

（
7.

44
）

27
3

（
7.

36
）

27
1

（
6.

73
）

24
7

（
6.

95
）

25
5

（
7.

13
）

26
2

（
6.

96
）

25
6

（
6.

23
）

22
9

（
6.

33
）

23
2

（
5.

79
）

21
3

20
12

（
6.

02
）

22
1

（
6.

26
）

23
0

（
6.

65
）

24
4

（
6.

24
）

22
9

（
6.

09
）

22
4

（
6.

10
）

22
4

（
8.

85
）

32
5

（
8.

47
）

31
1

（
8.

78
）

32
3

（
8.

48
）

31
2

（
8.

46
）

31
1

（
8.

01
）

29
4

20
13

（
7.

83
）

28
8

（
7.

42
）

27
3

（
7.

23
）

26
6

（
6.

94
）

25
5

と
う

も
ろ

こ
し

20
05

（
2.

00
）

79
（

2.
00

）
79

（
2.

14
）

84
（

2.
08

）
82

（
2.

08
）

82
（

2.
22

）
87

（
2.

37
）

93
（

2.
15

）
85

（
2.

04
）

80
（

2.
02

）
80

（
1.

93
）

76
（

2.
02

）
80

（
シ

カ
ゴ

，
イ

エ
ロ

ー
・

コ
ー

ン
N

o.
2，

期
近

も
の

）
20

06
（

2.
13

）
84

（
2.

23
）

88
（

2.
24

）
88

（
2.

37
）

93
（

2.
45

）
97

（
2.

38
）

94
（

2.
44

）
96

（
2.

30
）

91
（

2.
42

）
95

（
3.

03
）

11
9

（
3.

56
）

14
0

（
3.

70
）

14
6

20
07

（
3.

91
）

15
4

（
4.

11
）

16
2

（
4.

02
）

15
8

（
3.

62
）

14
2

（
3.

70
）

14
6

（
3.

81
）

15
0

（
3.

26
）

12
8

（
3.

31
）
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0

（
3.

51
）

13
8

（
3.

69
）

14
5

（
3.

69
）

14
5

（
3.

86
）

15
2

20
08

（
5.

08
）

20
0

（
5.

01
）

20
3

（
5.

56
）

21
5

（
6.

06
）

23
9

（
5.

91
）

23
6

（
7.

33
）

28
8

（
6.

47
）

25
5

（
5.

30
）

20
9

（
5.

62
）

22
1

（
3.

88
）

15
3

（
3.

86
）

15
2

（
3.

75
）

14
8

20
09

（
3.

65
）

14
4

（
3.

63
）

14
3

（
3.

92
）

15
4

（
3.

94
）

15
5

（
4.

17
）

16
4

（
4.

06
）

16
0

（
3.

30
）

13
0

（
3.

19
）

12
6

（
3.

47
）

13
6

（
3.

73
）

14
7

（
3.

91
）

15
4

（
4.

08
）

16
0

20
10

（
3.

72
）

14
6

（
3.

62
）

14
2

（
3.

63
）

14
3

（
3.

64
）

14
3

（
3.

63
）

14
3

（
3.

54
）

13
9

（
3.

92
）

15
4

（
4.

12
）

16
2

（
4.

95
）

19
5

（
5.

63
）

22
2

（
5.

56
）

21
9

（
5.

84
）

23
0

20
11

（
6.

49
）

25
5

（
6.

91
）

27
2

（
6.

36
）

25
0

（
7.

42
）

29
2

（
6.

97
）

27
5

（
7.

02
）

27
6

（
7.

01
）

27
6

（
7.

07
）

27
8

（
7.

01
）

27
6

（
6.

40
）

25
2

（
6.

46
）

25
4

（
5.

79
）

22
8

20
12

（
6.

00
）

23
6

（
6.

27
）

24
7

（
6.

69
）

26
3

（
6.

29
）

24
8

（
5.

97
）

23
5

（
5.

80
）

22
8

（
7.

77
）

30
6

（
7.

94
）

31
3

（
7.

48
）

29
4

（
7.

37
）

29
0

（
7.

21
）

28
4

（
7.

19
）

28
3

20
13

（
7.

31
）

28
8

（
6.

99
）

27
5

（
7.

17
）

28
2

（
6.

47
）

25
5

（
注

）
1．

小
麦

は
、

シ
カ

ゴ
相

場
に

よ
る

月
央

の
終

値
で

あ
る

（
20

13
年

4月
分

は
4月

15
日

）。
2．

と
う

も
ろ

こ
し

は
シ

カ
ゴ

相
場

に
よ

る
月

平
均

価
格

で
あ

る
。

（
単

位
：

ト
ン

当
た

り
ド

ル
、（

　
）

内
は

ブ
ッ

シ
ェ

ル
当

た
り

ド
ル

）

製粉振興 2013. 4 42

42_資料4(国際)4月_通



■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

入
札

月
お

よ
び

積
月

平
成

24
年

5月
及

び
6月

入
札

分
（

積
月

：
8月

積
み

、
9月

到
着

）
平

成
24

年
6月

及
び

7月
入

札
分

（
積

月
：

9月
積

み
、

10
月

到
着

）
平

成
24

年
7月

及
び

8月
入

札
分

（
積

月
：

10
月

積
み

、
11

月
到

着
）

平
成

24
年

9月
入

札
分

（
積

月
：

11
月

積
み

、
12

月
到

着
）

平
成

24
年

10
月

入
札

分
（

積
月

：
12

月
積

み
、

1月
到

着
）

産
　

地
　

国
銘

  柄
数

　
量

落
札

価
格

（
加

重
平

均
）

※
税

別

※
左

の
税

込
み

価
格

数
　

量
落

札
価

格
（

加
重

平
均

）
※

税
別

※
左

の
税

込
み

価
格

数
　

量
落

札
価

格
（

加
重

平
均

）
※

税
別

※
左

の
税

込
み

価
格

数
　

量
落

札
価

格
（

加
重

平
均

）
※

税
別

※
左

の
税

込
み

価
格

数
　

量
落

札
価

格
（

加
重

平
均

）
※

税
別

※
左

の
税

込
み

価
格

ア
メ

リ
カ

W
W

80
,2

90
24

,4
35

25
,6

57
59

,3
78

29
,6

82
31

,1
66

61
,8

40
31

,0
80

32
,6

34
48

,3
20

30
,6

89
32

,2
23

62
,9

53
30

,3
90

31
,9

10

S
H

77
,1

40
25

,8
29

27
,1

20
71

,5
85

31
,5

83
33

,1
62

75
,7

10
32

,9
23

34
,5

69
70

,4
74

33
,0

56
34

,7
09

78
,6

87
32

,8
83

34
,5

27

D
N

S
12

3,
82

8
29

,9
14

31
,4

10
12

4,
71

4
34

,7
27

36
,4

63
12

2,
33

8
34

,6
75

36
,4

09
82

,7
34

34
,4

74
36

,1
98

98
,1

54
34

,4
20

36
,1

41

小
  計

28
1,

26
4

27
,2

30
28

,5
92

25
5,

67
7

32
,6

75
34

,3
09

25
9,

88
8

33
,3

09
34

,9
74

20
1,

52
8

33
,0

71
34

,7
25

23
9,
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4
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カ
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W
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,7
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,1

73
32
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31
28

,3
98

29
,8
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,3
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35
,9
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,7
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,8
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35
,5
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8
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,3
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34
,9
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小
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48
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31

,1
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32
,7
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,4
31

28
,3
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29
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,9
37

37
,7
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69
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,5
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8
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ス
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ア
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25
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23
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札
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平
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年
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分
（
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積
み

、
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到
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平

成
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年
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月
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成
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年
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み
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成
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落
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※
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※
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※
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※
左

の
税

込
み

価
格

数
　

量
落
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※
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※
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36
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ト
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82
34
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35
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26
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8
38

,5
81

40
,5
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26

,0
85

39
,2

97
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,2
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,1

65
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,4
58
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,5
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,3
34

39
,5

86
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,5
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小
  計

91
,0

82
34

,1
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35
,8

26
12

1,
18

8
38

,5
81

40
,5

10
26

,0
85

39
,2

97
41

,2
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28
,1

65
42

,4
58
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,5

81
97

,3
34

39
,5

86
41

,5
65

計
47

9,
18

2
34

,1
25

35
,8

31
57

2,
75

4
34

,9
68

36
,7

16
23

7,
53

3
36

,0
46

37
,8

48
28

8,
71

3
37

,5
48

39
,4

25
39

6,
36

7
37

,5
73

39
,4

52

（
注

 ）
上

表
の

詳
細

は
、

農
林

水
産

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ「
申

請
・

お
問

い
合

わ
せ

」を
検

索
し

、
次

に「
調

達
・

入
札

」
の

「
調

達
情

報
・

公
表

事
項

」を
検

索
し

て
、「

契
約

情
報

の
公

表
」

の
「

契
約

に
係

る
情

報
の

公
表

」を
検

索
し

、「
食

料
安

定
供

 
給

特
別

会
計

」を
検

索
し（

ア
ド

レ
ス「

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
aff

.g
o.

jp
/j

/s
up

pl
y/

ko
uh

yo
u/

ke
iy

ak
u/

ky
ok

yu
.h

tm
l」

）、「
米

管
理

勘
定

・
麦

管
理

勘
定

・
業

務
勘

定
」の

「
一

般
競

争
入

札
・

指
名

競
争

入
札（

物
品

役
務

等
）」

を
検

索
し

て
輸

入
小

麦
に

該
当

す
る

箇
所

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　（

資
料

：
農

林
水

産
省

総
合

食
料

局
食

糧
貿

易
課

）

輸
入

食
糧

小
麦

の
入

札
結

果（
港

湾
諸

経
費

を
除

く
）の

概
要

（
単

位
：

ト
ン

、
円

／
ド

ル
当

た
り

）
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■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★平成25年度「麦の需給に関する見通し」の

公表について

農林水産省は、「食料・農業・農村政策審議

会食糧部会（3月28日開催）」の審議を踏まえて平

成25年度の「麦の需給に関する見通し」を策定し

ました。

「麦の需給に関する見通し」

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律（平成6年法律第113号）第41条」の規定に基づ

き、麦の総需要量、国内産麦の流通量、外国産

麦の輸入量等を示した需給見通しとして、毎年

3月末までに定めることとされています。

本日の「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」

の審議を経て、平成25年度の「麦の需給に関す

る見通し」を策定しました。

麦の需給に関する見通しの策定の考え方

麦の需給については、国内産麦では量的又は

質的に満たせない需要分について、国家貿易に

より外国産麦を計画的

に輸入することとして

います。

近年の総需要量や国

内産麦の流通量の実績

等を踏まえた平成25年

度の麦の需給に関する

見通しは、以下のとお

りとします。

1 － 1 　食糧用小麦の総需要量

食糧用小麦の1人当たりの年間消費量は、概

ね31〜33kgで推移しています（図1）。

このため、平成25年度の食糧用小麦の総需要

量（注）は、近年の平均的な需要量になると見込

まれることから、過去3か年（平成22年度から平

成24年度まで）の平均需要量である571万トンと

見通します（表1）。

（注）　総需要量は、対象麦に係る国内産食糧用

の流通数量及び政府からの外国産食糧用の販売

数量の合計である（以下同じ。）。

1 － 2 　国内産食糧用小麦の流通量

（1）　国内産食糧用小麦の供給量（当年産の小

麦のうち、生産者から実需者に引き渡される

数量）

平成25年産の国内産食糧用小麦の供給量は、

平成24年9月の民間流通連絡協議会において報

告された平成25年産の作付予定面積に、10a当

たりの平均収量（注1）378kgを乗じ、さらに、食

プレスリリース 平成25年3月28日
農 林 水 産 省

図1　食糧用小麦の消費量の推移（1人1年当たり）

資料：農林水産省「食料需給表」
　注：平成23年度の数値は、概算値である。

昭和35

Kg

昭和42年度
31.6Kg

平成23年度
32.8Kg

昭和35年度
25.8Kg

40

34

32

30

28

26

24
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■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

糧用供給割合（96.7％）（注2）を乗じて、75万トン

と見通します（表2）。

（注1）　過去7か年（平成17年産〜平成23年産）の

10a当たりの収量のうち、最高及び最低を除い

た5か年の平均値（都道府県別）を平成24年産の

都道府県別の作付面積で加重平均したもの（以

下同じ。）。

（注2）　当年産のうち、食糧用として生産者か

ら実需者に引き渡される割合。平成25年産につ

いては、平成22年産〜平成

24年産の平均値である（以

下同じ。）。

（2）　国内産食糧用小麦の

流通量（前年産と当年産

の食糧用小麦のうち、当

年度内に市場に流通する

量）

平成25年度の国内産食糧

用小麦の流通量は、平成25年

産の国内産食糧用小麦の供

給量に、年度内供給比率（注3）

を乗じ、さらに、平成24年

産国内産食糧用小麦の在庫

量を加えて、78万トンと見通します（表2）。

（注3）　当年産のうち、当年度内に生産者から

実需者に引き渡される割合。平成24年産及び平

成25年産については、実需者から提出された平

成24年産麦の購入計画から算出した値である

（以下同じ。）。

1 － 3 　米粉用国内産米の流通量

米粉用米は、市場規模がまだ小さく、平成25

年産の取組数量を現段階で予測することは困難

であることから、平成25年産の米粉用国内産米

の取組計画認定数量は、 平成24年産と同量の

3.4万トンと見通します。

平成25年度内の流通量は、新米の出回り等を

考慮し、3.4万トンと見通します（表3）。

1 － 4 　外国産食糧用小麦の需要量

平成25年度の外国産食糧用小麦の需要量は、

総需要量571万トンから国内産食糧用小麦流通

量及び米粉用国内産米流通量82万トンを差し引

いて489万トンと見通します（表４）。

表1　食糧用小麦の総需要量の推移
（単位：万トン）

年度 総需要量 対前年度比
平成20 548 96%
21 560 102%
22 555 99%
23 570 103%

24見込み 588 103%
25見通し 571 97%

表2　国内産食糧用小麦の流通量の推移
（単位：万トン）

年産

食糧用小麦
の供給量
①

うち年度内
供給量
②

年度内供給
比率
②/①

次年度繰越
（在庫）
①－②

平成20 84 38 44.6% 47

21 64 30 46.5% 34

22 53 25 46.1% 29

23 69 22 31.6% 48

24見込み 81 38 46.4% 44

25見通し 75 35 46.4%

25年度流通量見通し 78
注：1）国内産食糧用小麦の供給量は、は種前契約に基づき、生産者から実需者

に引き渡される数量である。
　　2）四捨五入の関係で、計と内訳が一致しないことがある。
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1 － 5 　外国産食糧用小麦の備蓄目標数量

現在、不測の事態に備え、国全体として外国

産食糧用小麦の需要量の2.3か月分の備蓄を行

っています。

平成25年度の備蓄目標は、94万トンとします

（表４）。

なお、民間が2.3か月分を備蓄する場合、そ

のうち1.8か月分については、国が保管料を助

成します。

1 －6　外国産食糧用小麦の輸入量（政府から

の販売数量）

平成25年度の外国産食糧用小麦の輸入量は、

外国産食糧用小麦の需要量に備蓄数量の増加分

を加えた491万トンと見通します（表４）。

なお、飼料用小麦の輸入については、別途農

林水産大臣が定める飼料需給計画に基づき、行

います。

表4　平成25年度の食糧用小麦の需給に関する見通し （単位：万トン）

総需要量 A 571

国
内
産

国内産食糧用小麦の流通量 B 78

米粉用国内産米の流通量 C 3

計 D＝B＋C 82

外国産食糧用小麦の需要量 E=A－D 489

外国産食糧用小麦の備蓄数量
24年度（見込み） a 93

25年度（目標） b 94

増減 F=b－a 1

外国産食糧用小麦の輸入量
（政府からの販売数量） Ｇ＝Ｅ＋Ｆ 491

注：四捨五入の関係で、計と内訳が一致しないことがある。

表3　 米粉用国内産米の流通量の推移 （単位：万トン）

年産

米粉用米の
取組計画
認定数量
①

24年度内
出回り
比率
②

米粉用米の
24年度
流通量
①×②

平成20 0.06
21 1.3
22 2.8
23 4.0
24 3.4 25.0% 0.9

25見通し 3.4 75.0% 2.5

25年度流通量見通し 3.4
資料：新規需要米取組計画認定結果（農林水産省調べ）
　注 ：1）出回り比率は、新米の出回り時期を踏まえ、前年産が当年4～6月、当年

産が7月～翌年3月までとして算出。
　　 　2）25年産取組計画認定数量は、24年産取組計画認定数量と同量とおいた。
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読者の皆様、当振興会の広報誌「製粉振興」の内容を、より親しみのもてるものにする
ために、次のような内容の投稿をお待ちしていますので、記事をお寄せ下さい。
また、この広報誌の内容の充実を図っていきた
いと考えていますので、ご意見等がございました
らお寄せ下さい。
・テーマは、小麦や小麦粉製品についての随想、
紹介等と考えていますが、小麦と関係のない趣
味などの話でも結構です
・投稿者名は実名でも筆名でも結構です
・長さは1,200字程度（1頁）とします
・掲載分には薄謝を進呈します

桜の花は3月に満開を終え、4月の葉桜の中で入社式シーズンも終わった。4○　
月は新年度、いろんな連絡文書等が届くが今年は例年と様子が異なり、4月1日
に新法人を設立、移行した旨の挨拶状が多数届いた。本年11月末が法人移行手
続きの期限であるため、期限内の新事業年度スタートに合わせた新法人設立が
されたことによる。新年度と言えば国家予算の執行となるが、成立期日までは
もう少し日数がある。TPP参加について4月20日交渉参加国の同意が得られ、7
月に開催予定の交渉会合に初参加する見込みとなった。まだはっきりしない影
響や関連の対策、国家貿易はどうなるのか、予算はどうなっていくのか等々、
関連業界は固唾をのんでいる。関係のマスコミ等の記事でもいろんな推測がさ
れているのが窺える。
落語家初の人間国宝であった故柳家小さん師匠が好んで口にしていた言葉に○　

「守　破　離」がある。（語源は能の世阿弥の芸能論）
・師の教えを守りそれをしっかり身につける。　・身につけたことを自らの
特性に合うよう修行、自らの境地を見つける。　・それらの段階を通過し新し
い世界を拓き独自のものを生み出す。
国内の農林水を守って守って守る。日本でなくては出来ない製粉技術（世界○　
のトップクラス）。国内でなくては製品化できない食文化、日本の伝統粉食は
多種多様性がある。自らの特性を作り、海外の小麦粉を逆手にとって日本の伝
統食を海外向けにアレンジ、打って出る。海外の粉食を日本の食文化でもって
置き換える。海外で人気食「すし」も個性が評価された食文化ではないか。
個性とは偏愛であり、偏った好み、贅肉、無駄をさして云う。
日本の個性を理解されることが、食文化の評価につながる。そして世界市場
に進出を目指す。こんな「守　破　離」があってもよいかなと思う。

2010年頃から総人口の減少が始まった。2012年から団塊の世代が65歳を超え○　
始め、高齢者人口は2010年の2,925万人から2020年には3,623万人へ増加するよ
うだ。現在の総人口は1億2,753万人、65歳以上は3,074万人（約24％）。70歳以上
は2,256万人、75歳以上は1,517万人、80歳以上は893万人、85歳以上は430万人、
100歳以上は5万人超である。高齢化社会の将来は平均年齢が更に上がるが、平
均寿命も延びるのだろうか。
ところで高齢化社会は総人口の減少、生産労働力の減少、消費経済の縮小等○　
が社会の活力を縮小させ問題となるのだが、食品部門では若年と老年では食物
の摂取量に差があり、全体は縮小すると見られている。しかし、経済的な視点
では、量の減少を付加価値で補うことも可能ではないか。地産地消のように地
域を限定すると、古くからの地元食品業者は地域住民の好み等を熟知してお
り、的確な食材提供が出来るのが強みだと言う。輸入品に比べ価格は高いが、
生産者が見える安心感と圧倒的な鮮度により売れており、将来は地元業者、メ
ーカーと消費者が共存共栄できる健康長寿社会の可能性もあると言われてい
る。一方で、地産地消は昔からの食材で料理の形態が定型化している。したが
って、新しい食べ方を提案し、消費の拡大を図ることが必要だとも言われてい
る。
政権交代直後、突如として沸いた「TPP」に関する問題、3年間が過ぎた。そ○　
の間に、東日本大震災の発生と原子力発電所問題等により話題の中心から遠の
いた。その後政府において検討、対応が固まったなどとの話は耳にしていない。
そして、またまた「TPP」は表に出てきた。今回は選挙の争点になろうとしてい
る。国内産業の将来展望は大丈夫だろうか。「麦ビジョン」の検討は進展してい
くのだろうか。気になるところです。

「
コ
ナ
ち
ゃ
ん
」

（マスコットの小麦粉の精）

─「ソフト＆ハード」（読者の欄）への投稿のお願い─
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H2-3(4月)-責

表3
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読者の皆様、当振興会の広報誌「製粉振興」の内容を、より親しみのもてるものにする
ために、次のような内容の投稿をお待ちしていますので、記事をお寄せ下さい。
また、この広報誌の内容の充実を図っていきた
いと考えていますので、ご意見等がございました
らお寄せ下さい。
・テーマは、小麦や小麦粉製品についての随想、
紹介等と考えていますが、小麦と関係のない趣
味などの話でも結構です
・投稿者名は実名でも筆名でも結構です
・長さは1,200字程度（1頁）とします
・掲載分には薄謝を進呈します

桜の花は3月に満開を終え、4月の葉桜の中で入社式シーズンも終わった。4○　
月は新年度、いろんな連絡文書等が届くが今年は例年と様子が異なり、4月1日
に新法人を設立、移行した旨の挨拶状が多数届いた。本年11月末が法人移行手
続きの期限であるため、期限内の新事業年度スタートに合わせた新法人設立が
されたことによる。新年度と言えば国家予算の執行となるが、成立期日までは
もう少し日数がある。TPP参加について4月20日交渉参加国の同意が得られ、7
月に開催予定の交渉会合に初参加する見込みとなった。まだはっきりしない影
響や関連の対策、国家貿易はどうなるのか、予算はどうなっていくのか等々、
関連業界は固唾をのんでいる。関係のマスコミ等の記事でもいろんな推測がさ
れているのが窺える。
落語家初の人間国宝であった故柳家小さん師匠が好んで口にしていた言葉に○　

「守　破　離」がある。（語源は能の世阿弥の芸能論）
・師の教えを守りそれをしっかり身につける。　・身につけたことを自らの
特性に合うよう修行、自らの境地を見つける。　・それらの段階を通過し新し
い世界を拓き独自のものを生み出す。
国内の農林水を守って守って守る。日本でなくては出来ない製粉技術（世界○　
のトップクラス）。国内でなくては製品化できない食文化、日本の伝統粉食は
多種多様性がある。自らの特性を作り、海外の小麦粉を逆手にとって日本の伝
統食を海外向けにアレンジ、打って出る。海外の粉食を日本の食文化でもって
置き換える。海外で人気食「すし」も個性が評価された食文化ではないか。
個性とは偏愛であり、偏った好み、贅肉、無駄をさして云う。
日本の個性を理解されることが、食文化の評価につながる。そして世界市場
に進出を目指す。こんな「守　破　離」があってもよいかなと思う。

2010年頃から総人口の減少が始まった。2012年から団塊の世代が65歳を超え○　
始め、高齢者人口は2010年の2,925万人から2020年には3,623万人へ増加するよ
うだ。現在の総人口は1億2,753万人、65歳以上は3,074万人（約24％）。70歳以上
は2,256万人、75歳以上は1,517万人、80歳以上は893万人、85歳以上は430万人、
100歳以上は5万人超である。高齢化社会の将来は平均年齢が更に上がるが、平
均寿命も延びるのだろうか。
ところで高齢化社会は総人口の減少、生産労働力の減少、消費経済の縮小等○　
が社会の活力を縮小させ問題となるのだが、食品部門では若年と老年では食物
の摂取量に差があり、全体は縮小すると見られている。しかし、経済的な視点
では、量の減少を付加価値で補うことも可能ではないか。地産地消のように地
域を限定すると、古くからの地元食品業者は地域住民の好み等を熟知してお
り、的確な食材提供が出来るのが強みだと言う。輸入品に比べ価格は高いが、
生産者が見える安心感と圧倒的な鮮度により売れており、将来は地元業者、メ
ーカーと消費者が共存共栄できる健康長寿社会の可能性もあると言われてい
る。一方で、地産地消は昔からの食材で料理の形態が定型化している。したが
って、新しい食べ方を提案し、消費の拡大を図ることが必要だとも言われてい
る。
政権交代直後、突如として沸いた「TPP」に関する問題、3年間が過ぎた。そ○　
の間に、東日本大震災の発生と原子力発電所問題等により話題の中心から遠の
いた。その後政府において検討、対応が固まったなどとの話は耳にしていない。
そして、またまた「TPP」は表に出てきた。今回は選挙の争点になろうとしてい
る。国内産業の将来展望は大丈夫だろうか。「麦ビジョン」の検討は進展してい
くのだろうか。気になるところです。

「
コ
ナ
ち
ゃ
ん
」

（マスコットの小麦粉の精）

─「ソフト＆ハード」（読者の欄）への投稿のお願い─
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